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1. 介護保険の目的

　 介護保険サービスの原則（法 １〜 ２条）1
　介護保険は，加齢による病気等で要介護状態となり，入浴・排せつ・食事等の
介護，機能訓練，看護・療養上の管理等の医療が必要な人に対して保健医療サー
ビス・福祉サービスを提供する制度として，国民の共同連帯の理念にもとづき，
平成12年 ４ 月に創設されました。
　とくに，介護等が必要な人の尊厳を保持し，能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるよう支援することを基本理念とします。
●自分の住まいでの自立した生活を支援
　介護保険サービスは，要介護状態・要支援状態の軽減・悪化の防止に役立つよ
うに，また，医療との連携に十分配慮して行われます。心身の状況や環境等に応
じ，本人の選択にもとづいた適切な保健医療サービス・福祉サービスが，多様な
事業者・施設から総合的かつ効率的に提供されるしくみです。
　その内容と水準は，要介護状態となった場合も，できる限り自分の住まいで，
能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう設定されています。

◉ 介護保険は，介護を要する状態となっても，できる限り，自宅で自立した日常生活を営め
るように，真に必要な介護サービスを総合的・一体的に提供するしくみです。

◉ 介護問題は，切実なものとして誰にでも起こり得ることがらであり，自己責任の原則と社
会的連帯の精神にもとづき，40歳以上の全国民で公平に制度を支えています。

◉ 法施行 ５ 年目には制度が検証され，持続可能性を高める法改正が平成18年 4 月から実施さ
れました。その後もおおむね ３ 年に一度，制度や報酬が改正され続けています。

◉ 令和 ６ 年 4 月からは，全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築に向け，質の高い医
療・介護の効率的提供，人材や持続可能性の確保をめざす改正が実施されています。

⑵ 介護に関する福祉サービスと保健医療サービス
が，総合的・一体的に提供されています。

⑶ 多様な民間事業者の参入促進が図られ，効率的
で良質なサービスが追求されています。

⑷ 社会的入院等の医療費の非効率的な使用を是正
する条件が整備されました。

●社会保険方式の意味
　介護保険制度については，老後の生活が誰の責
任の下に営まれるのかという観点から，自助を基
本としながら相互扶助によってまかなう，負担と
給付（サービス）の関係が明確な社会保険方式が
採用されています。

　介護保険制度は，従来は老人福祉（措置制度）
と老人保健（医療保険）に分かれていた高齢者の
介護に関する制度を再編成し，利用しやすく効率
的な社会支援システムとして構築したものです。
高齢化の進行とともに要介護者が増大を続け，従
来のシステムでは介護問題への適切な対応が難し
くなってきていたことをうけて，平成12年 4 月か
らスタートしています。
　介護保険制度は，従来のシステムをふまえて，
次のようなサービス提供を実現しました。
⑴ 利用者本位の制度として，自らの選択にもとづ

いたサービス利用が可能となりました。

■介護保険制度創設による制度の再編成
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　国民は，自ら要介護状態となることを予防するため，加齢に伴う心身の変化を
自覚し，常に健康の保持増進に努めます。そして，要介護状態となった場合で
も，進んでリハビリテーション等の適切な保健医療サービス・福祉サービスを利
用することで，自分が持っている能力の維持向上に努めていきます。
　また，国民共通の課題を社会全体で解決していく制度であることから，共同連
帯の理念にもとづき，国民は費用を公平に負担する義務を負っています。

●高齢者の尊厳を支えるケアの確立（平成17年10月・18年 ４ 月実施の改正）
　制度創設後のサービス利用の拡大と費用増により「制度の持続可能性」が課題
となるとともに，「ベビーブーム世代」の高齢期（2015年）・後期高齢期（2025
年）到達による新しい課題への対応が求められていました。
　そこで，法施行後 5 年をめどとした制度全般の検討と見直し（法附則 ２条）で
は，「高齢者の尊厳を支えるケア」の確立を目標として，①「明るく活力のある
超高齢社会」の構築，②制度の持続可能性，③社会保障の総合化という 3つの基
本的視点から見直しが行われました（12頁参照）。
●介護事業運営の適正化（平成21年 ５ 月実施の改正）（1４頁参照）
●介護サービスの基盤強化（平成2４年 ４ 月実施の改正）（15頁参照）
●地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（平成27年 ４ 月以降実施）
　効率的かつ質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムの構築を目的とする
「医療介護総合確保推進法」（平２6.6.２5法律83）が施行されました（16頁参照）。
●地域包括ケアシステムの深化・推進（平成30年 ４ 月実施）
　高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止，地域共生社会の実現を図るとと
もに，制度の持続可能性を確保することに配慮し，必要な人に必要なサービスが
提供され続けることをめざし，①地域包括ケアシステムの深化・推進，②介護保
険制度の持続可能性の確保を主眼とする改正が行われました（18頁参照）。
●地域共生社会の実現をめざす（令和 3 年 ４ 月実施）
　人々の暮らしや地域の在り方が多様化しているなか，地域に生きる一人ひとり
が尊重され，多様な経路で社会とつながり参画することで，その生きる力や可能
性を最大限に発揮できる「地域共生社会」の実現が求められています。地域共生
社会の実現に向けた地域づくりや社会福祉基盤整備の観点から介護保険制度につ
いて見直しを進め，社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備とあわせて一体的
に改革に取り組み，実現を図っていくための改正が行われました（20頁参照）。
●医療・介護の連携機能と提供体制等の基盤強化（令和 ６ 年 ４ 月実施）
　全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法・医療法
等の改正（令5.5.１9法律3１）とあわせて，医療・介護の連携機能および提供体制等の
基盤強化等を図る介護保険法の改正が行われました（22頁参照）。

　 国民の努力と義務（法 ４条）2

　 基本理念と将来展望にもとづく改革3
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介護保険制度の全体像（概要）
保険者
→24頁

市町村（広域的取組
みも行われる）

サービスの必要量と供給量等に関する介護保険事業計画を 3
年 1期として策定し基盤整備

被保険者
→５2頁
保険料
→47６頁／５0３頁

第 1号被保険者
＝65歳以上の住民

市町村が定める所得段階別の定額保険料を負担／年金からの
特別徴収（天引き）または市町村の普通徴収

第 2号被保険者
＝４0歳以上65歳未満
の医療保険加入者

全国平均の 1人当たり負担額にもとづき（被用者保険では報
酬額も加味して）医療保険で定める額／医療保険の保険料と
一括して徴収

要介護認定
→６３頁

介護サービスをうけるためには，市町村に申請して要介護認定をうけることが必
要（第 2号被保険者は，特定疾病が原因の場合に限り認定）／要支援認定は要支
援 1・ 2，要介護認定は要介護 1～ 5

保険給付 介護給付
（要介護者）
→115頁／135頁

居宅サービス・地域密着型サービス／介護支
援専門員のケアマネジメントにもとづく利用
（居宅介護支援）

利用者負担は
原則 1～ 3割
＋施設(短期入
所)での食費・
居住費(滞在費)
／負担上限を
超えた自己負
担は払い戻し

施設サービス／施設の介護支援専門員がケア
マネジメント

予防給付
（要支援者）
→1４1頁

介護予防サービス・地域密着型介護予防サー
ビス／地域包括支援センターの介護予防ケア
マネジメントにもとづく利用（介護予防支援）

地域支援事業
→５14頁

介護予防・日常生活
支援総合事業（総合
事業）

①サービス・活動事業（訪問型サービス／通所型サービス／生
活支援サービス／介護予防支援事業），②一般介護予防事業
（介護予防把握事業／介護予防普及啓発事業／地域介護予防活
動支援事業／一般介護予防事業評価事業／地域リハビリテー
ション活動支援事業）

包括的支援事業 ①地域包括支援センターの運営（介護予防ケアマネジメント／
総合相談支援業務／権利擁護業務／ケアマネジメント支援／地
域ケア会議の充実），②在宅医療・介護連携の推進，③認知症施
策の推進，④生活支援サービスの体制整備

任意事業 ①介護給付費適正化事業，②家族介護支援事業，③その他
サービス提供者
→ 18５頁／３1６頁

／40５頁

在宅の介護サービス ①居宅サービス事業者，②地域密着型サービス事業者，③居
宅介護支援事業者

介護保険施設 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム），介護老人保健施
設，介護医療院，介護療養型医療施設（医療機関の療養病床
等）

介護予防サービス ①介護予防サービス事業者，②地域密着型介護予防サービス
事業者，③介護予防支援事業者

費用負担
（利用者負担を
除く）
→4６8頁

保険料
（給付費の50％）

第 1号被保険者の保険料＝23％分
介護給付費交付金＝27％分（第 2号被保険者の保険料相当分）

公費負担
（給付費の50％）

国＝25％（定率負担20％，調整交付金 5％）
都道府県・市町村＝各12.5％
※�施設等給付費（都道府県指定の介護保険施設・特定施設の
費用）は国＝20％，都道府県17.5％，市町村12.5％

市 町 村 の 運 営
を 支援する体制
（国・都道府県
以外）

医療保険者
→503頁

介護給付費納付金（第 2号被保険者の保険料）の納付／健
全・円滑な事業運営への協力

年金保険者→４87頁 第 1号被保険者の保険料の年金からの天引き・納入
国民健康保険団体連
合会→４４8頁

介護給付費の審査・支払事務／苦情処理業務／保険者事務共
同処理等

社会保険診療報酬支
払基金→506頁

医療保険者からの介護給付費納付金の徴収／市町村への介護
給付費交付金の交付
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保険料（個別徴収）

保険料（年金天引き）

保険料（医療保険料と一括徴収）

地域支援事業を含む
サービス提供体制に
ついての計画（３年
を１期に策定）

保険料　50％
公費　　50％
（市町村12.5％，国・
都道府県で計37.5％）

市
町
村
（
保
険
者
）

【審査・支払機能】介護給付費等審査委員会 介護給付費の請求
審査・支払
調査・指導・助言

審査・支払事務の委託

【オンブズマン機能】介護サービス苦情処理委員

国民健康保険団体連合会

第1号被保険者（65歳以上）

第2号被保険者（40～64歳）

被保険者（要介護者・要支援者）

①
要
介
護
認
定
の
申
請

②
認
定
結
果
・
要
介
護
度
の
通
知

③
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成

④
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

（
利
用
者
負
担
の
支
払
い
）

（
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
と
契
約
）

事
業
の
実
施

年金保険者
（日本年金機構）

要介護認定

地域支援事業

予防給付

事業者の指定等

○認定調査の実施
（初回は市町村）
○介護認定審査会の
二次判定→認定

介護予防・日常生
活支援総合事業，
包括的支援事業，
任意事業

○地域密着型や介護
予防支援，介護予防・
生活支援サービス事
業の指定等
○事業者への立入等

地域包括
支援センター

サービス提供者

介護予防支援事業所
（市町村の指定）

地域密着型介護予防
サービス事業者

その他，地域の多様な
主体（地域支援事業）

介護予防
サービス事業者

介護給付

地域密着型
サービス事業者

居宅サービス事業者

居宅介護支援事業者

介護給付
介護保険施設

介護予防
ケアマネジメント

包括的・継続的
ケアマネジメント

地域ケア会議の開催

虐待防止等権利擁護

地域支援の総合相談

医療保険者

社会保険診療
報酬支払基金

介護保険特別会計

介護保険事業計画
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1 ．第 1 号被保険者数の推移（介護保険事業状況報告／平１２〜令 ４年度は年度末現在／単位：千人）
年度 平１２ １5 １8 ２１ ２４ ２7 30 令元 ２ 3 ４ 6.3

65〜75歳未満 １3,１9２ １3,736 １４,50１ １5,１４４ １5,737 １7,４４9 １7,２96 １7,２55 １7,４6２ １7,１5２ １6,359 １5,709

75歳以上 9,２3１ １0,758 １２,２6２ １3,773 １5,２0１ １6,366 １7,955 １8,２9２ １8,3２6 １8,735 １9,４86 ２0,１8１

合　計 ２２,４２２ ２４,４9４ ２6,763 ２8,9１7 30,938 33,8１6 35,２5２ 35,5４8 35,788 35,887 35,8４5 35,89１

2 ．要介護認定者数の推移（介護保険事業状況報告／平１２〜令 ４年度は年度末現在／単位：千人）

※�令和 6 年 3 月の合計7,083千人のうち，第 １ 号被保険者は6,95２千人（65歳以上75歳未満68１千人，75歳以上
6,４03千人），第 ２号被保険者は１3１千人　※平成１8年の内訳はこのほかに「経過的要介護」が４5千人

年度 平１２ １5 １8 ２１ ２４ ２7 30 令元 ２ 3 ４ 6.3
合　計 ２,56２ 3,839 ４,４0１ ４,8４6 5,6１１ 6,２0４ 6,58２ 6,686 6,8１8 6,896 6,9４４ 7,083

要 支 援 3２２ 593
要支援 １ � 5２7 60１ 76４ 890 9２8 93４ 96１ 97４ 985 １,0２0
要支援 ２ � 508 65１ 766 858 9２6 9４４ 9４9 95２ 959 996

要介護 １ 70１ １,２４0 要介護 １ � 895 8４7 １,0４6 １,２２0 １,3２3 １,35２ １,４0１ １,４２9 １,４４6 １,４6４

要介護 ２ ４8４ 596 750 8４9 989 １,080 １,１37 １,１56 １,１66 １,１6２ １,１60 １,１9１

要介護 3 355 ４86 6４5 7１3 7４3 8１0 867 880 906 9１8 9２0 9２7

要介護 ４ 363 ４73 5４４ 6２6 69２ 7４４ 80１ 8１8 850 87４ 886 895

要介護 5 337 ４5２ ４86 559 6１１ 60１ 60１ 60２ 586 586 587 590

3 ．介護サービス利用者数（ 1 月平均）の推移（介護保険事業状況報告／単位：千人）

※�１9年度からは，同一月に ２施設以上でサービスをうけた場合は施設ごとにそれぞれ受給者数を １人として計
上，合計には １人として計上のため， ４施設の合算と施設サービスの合計は一致しない

年度 平１２ １5 １8 ２１ ２４ ２7 30 令元 ２ 3 ４ 6.3
居宅（予防を含む） １,２36 ２,１36 ２,573 ２,859 3,379 3,89４ 3,7４１ 3,8４１ 3,9２5 ４,0４5 ４,１33 ４,２４7

地域密着型（予防を含む） − − １58 ２39 3２8 ４１0 86２ 88２ 87１ 887 90１ 9１3

施設サービス※ 60４ 73２ 806 83４ 87４ 9１２ 9４１ 950 956 959 955 963

介護老人福祉施設 ２85 339 393 ４２8 ４66 506 5４２ 550 557 563 565 57２

介護老人保健施設 ２１9 ２6１ ２97 3１8 337 3４8 356 355 35２ 3４8 3４3 3４４

介護療養型医療施設 １00 １3２ １１6 9２ 7４ 60 ４3 33 １8 １3 8 ２

介護医療院 ― ― ― ― ― ― ４ １6 3２ 37 ４２ ４7

介護保険制度の実施状況

４ ．給付費の推移（介護保険事業状況報告／単位：億円，第 １号 １人当たり額は千円）

※�「年度別の総額」「第 １号 １人当たり額」は，高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費・特定入
所者介護サービス費を含む額（「 １ヵ月平均額」はそれらを含まない額）

※�「 １ ヵ月平均額」の「令和 6年 3月」分は， 3月現物給付分と ４月償還払い分の合計

年度 平１２ １5 １8 ２１ ２４ ２7 30 令元 ２ 3 ４ 6.3
年度別の総額 3２,４２7 50,990 58,7４3 68,7２１ 8１,２83 90,976 96,２66 99,6２２ １0２,3１１ １0４,3１7 １05,１00 ―

１ ヵ月平均額 ２,936 ４,２２１ ４,669 5,４１5 6,38２ 7,１２２ 7,5４8 7,79４ 7,997 8,２06 8,306 8,677

居宅サービス 996 １,96４ ２,２89 ２,7４４ 3,４0４ 3,906 3,765 3,89４ 8,5２6 ４,１3４ ４,２07 ４,４38

地域密着型サービス ― ― 3１7 ４73 669 8４２ １,２88 １,333 3,989 １,４１0 １,４3１ １,４79

施設サービス １,9４0 ２,２57 ２,063 ２,１98 ２,309 ２,37４ ２,４95 ２,568 １,37２ ２,66２ ２,668 ２,759

第 １号 １人当たり額� １４5� ２08 ２１9 ２38 ２63 ２69 ２73 ２80 ２86 ２9１ ２93 ―

５ ．介護保険の総費用（単位：兆円）� ※平１２〜令 3年度は実績，令 ４〜 6年度は当初予算
年度 平１２ １5 １8 １9 ２0 ２１ ２２ ２3 ２４ ２7 30 令元 ２ 3 ４ 5 6
総費用 3.6 5.7 6.４ 6.7 6.9 7.４ 7.8 8.２ 8.8 9.8 １0.４ １0.8 １１.１ １１.3 １3.3 １3.8 １４.２
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参考／サービス種類別の受給者数（介護給付費等実態統計／令和 6年 ４月審査分／単位：千人）

総数
居宅サービス計
　訪問通所（小計）
　　訪問介護
　　訪問入浴介護
　　訪問看護
　　訪問リハビリテーション
　　通所介護
　　通所リハビリテーション
　　福祉用具貸与
　短期入所（小計）
　　短期入所生活介護
　　短期入所療養介護（老健）
　　短期入所療養介護（病院等）
　　短期入所療養介護（医療院）
　居宅療養管理指導
　特定施設入居者生活介護（短期利用以外）
　特定施設入居者生活介護（短期利用）
居宅介護支援／介護予防支援
地域密着型サービス
　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　夜間対応型訪問介護
　地域密着型通所介護
　認知症対応型通所介護
　小規模多機能型居宅介護（短期利用以外）
　小規模多機能型居宅介護（短期利用）
　認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）
　認知症対応型共同生活介護（短期利用）
　地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用以外）
　地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用）
　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
　複合型サービス（看多機・短期利用以外）
　複合型サービス（看多機・短期利用）
施設サービス計
　介護福祉施設サービス
　介護保健施設サービス
　介護療養施設サービス
　介護医療院サービス

総数 要介護
１

要介護
２

要介護
３

要介護
４

要介護
５

総数 要支援
１

要支援
２

介護予防サービス介護サービス

4698.7
3450.5
2887.6
1095.0
67.2
664.5
119.4
1184.9
414.4
2081.2
331.8
296.2
36.9
0.6
0.4

1091.1
245.5
0.9

2935.8
923.4
42.1
7.2

423.9
47.1
102.2
0.5

215.7
0.5
8.5
0.0
64.5
21.6
0.3

973.9
576.5
350.4
2.4
48.0

1250.2
1096.8
969.4
329.8
1.5

167.6
27.4
441.5
149.9
509.1
57.7
51.9
5.9
0.1
0.0

217.2
63.4
0.2

1019.0
278.2
10.2
0.9

173.7
13.2
30.4
0.1
46.9
0.1
1.7
0.0
0.4
3.3
0.0
49.6
5.2
43.2
0.0
1.1

1126.3
983.9
860.2
305.3
5.1

180.6
34.5
350.9
135.0
651.6
79.4
70.8
8.9
0.1
0.1

246.1
54.1
0.2

864.3
240.7
10.3
1.7

129.3
11.9
27.5
0.2
54.8
0.1
2.0
0.0
1.3
4.4
0.1
84.4
16.0
66.3
0.1
2.1

903.7
615.9
488.1
185.5
8.0

118.5
23.0
202.2
71.0
406.7
93.8
84.9
9.3
0.1
0.1

222.1
46.8
0.2

495.8
183.7
7.8
1.7
67.2
11.4
21.2
0.1
54.8
0.1
1.9
0.0
15.9
4.0
0.1

241.7
152.7
84.8
0.2
4.9

863.6
468.7
353.8
157.0
19.7
110.0
19.9
127.6
42.0
317.3
66.9
59.4
7.9
0.1
0.1

226.2
51.4
0.1

350.2
135.5
8.2
1.5
36.2
6.1
15.1
0.1
36.1
0.1
1.8
0.0
27.0
5.0
0.1

355.5
237.5
100.2
0.9
18.5

554.8
285.0
216.1
117.4
32.9
87.8
14.6
62.8
16.5
196.5
34.0
29.2
5.0
0.1
0.1

179.4
29.7
0.1

206.6
85.3
5.5
1.4
17.5
4.6
8.0
0.0
23.2
0.0
1.0
0.0
19.9
4.9
0.1

242.7
165.2
55.7
1.2
21.3

919.7
904.8
843.5
・
0.4

117.5
28.7
・

185.2
669.6
9.1
8.3
0.8
0.0
0.0
77.7
32.2
・

838.0
13.3
・
・
・
0.8
11.4
0.0
1.1
0.0
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

365.3
358.7
327.8
・
0.0
38.8
8.5
・

76.5
245.6
2.3
2.2
0.1
0.0
0.0
32.6
17.3
・

327.3
5.4
・
・
・
0.4
4.9
0.0
―
―
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

550.6
542.6
513.1
・
0.4
78.1
20.1
・

108.3
422.3
6.6
6.0
0.6
0.0
0.0
44.5
14.7
・

509.6
7.9
・
・
・
0.4
6.4
0.0
1.1
0.0
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

年
度

介護給
付費 介護給

付費負
担金

調整
交付
金

平15
18
21
24
25
26
27
28
29
30
令元
2
3
4
5

48,045
64,622
69,595
82,508
87,499
92,669
93,769
97,363
99,473

102,538
108,269
114,938
119,095
123,175
127,994

国庫負
担総額

15,594
19,122
19,638
23,420
24,943
26,379
26,581
27,532
27,693
28,126
29,257
30,456
31,494
32,627
33,651

9,609
11,496
12,384
14,686
15,706
16,680
16,921
17,622
18,212
18,829
19,911
21,138
21,914
22,675
23,539

2,402
3,231
3,480
4,125
4,375
4,633
4,688
4,868
4,974
5,127
5,413
5,747
5,955
6,159
6,400

給付費と国庫負担等の推移（単位：億円）

第１号保険料（平均23％）

※地域支援事業分を含
　まない

保険料負担
（50％）

65,880億円

国　調整交付金（５％）

国　負担金　　 （20％　居宅）
（15％　施設等）

都道府県　　　 （12.5％　居宅）
（17.5％　施設等）

市町村　　　　 （12.5％）

介護給付費

都道府県（再掲）

30,305億円
第２号納付金（当年度分）（27％） 35,575億円

592億円
国庫（再掲）2,947億円

6,588億円

24,231億円

18,591億円

16,470億円
計　13兆1,759億円

介護給付費の負担構造（令和６年度予算）

公費負担
（50％）

65,880億円
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高齢者の尊厳を支えるケアの確立（平成１7年１0月／１8年 ４ 月実施の改正）

1

　予
防
重
視
型
シ
ス
テ
ム
へ
の
転
換

2

　施
設
給
付
の
見
直
し
（
平
成
17
年
10
月
）

3

　新
た
な
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
確
立 

○軽度者を対象とする新たな予防給付を創設
○介護予防ケアマネジメントは市町村が責任主体となり，
地域包括支援センター等において実施
○新予防給付のサービス内容については，
・既存サービスを評価・検証し，有効なものをメニューに
　位置付け 
・運動器の機能向上や栄養改善など効果の明らかなサービ
　ス要素は，市町村モデル事業の評価等をふまえ位置付け 
○要支援・要介護となることの予防または要介護状態等の
軽減もしくは悪化防止のため介護予防事業を介護保険制度
に位置付け
○事業実施の責任主体は市町村

○介護保険と年金給付の重複の是正，在宅と施設の利用者
負担の公平性の観点から，施設サービス・短期入所サービ
スの居住費・食費を保険給付の対象外とする 
○居住費・食費は施設と利用者の契約による（国が適切な
契約のためのガイドラインを示す）
○低所得者については，負担軽減を図る観点から，所得段
階等に応じた負担限度額を設定（限度額を超える分につい
て新たな補足的給付を創設）
※通所系サービスの食費も保険給付の対象外
①高額介護サービス費の見直し 

保険料「新第２段階」（年金収入がおおむね基礎年金以下
など）について月額上限を引下げ（2.5万円→1.5万円）

②旧措置入所者の経過措置の延長等
介護保険法施行前の措置により特別養護老人ホームに入
所した者に対する利用者負担の経過措置の延長等

③社会福祉法人による利用者負担の軽減の運用改善
居住費・食費を対象にするとともに，軽減対象者を拡大

身近な地域で，地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス
提供が可能となるよう，「地域密着型サービス」を創設
夜間対応型訪問介護／認知症高齢者専用デイサービス／小
規模多機能型居宅介護／認知症高齢者グループホーム／小
規模介護専用型特定施設／小規模介護老人福祉施設
地域包括ケア体制を支える中核機関として，①総合相談支援，
②権利擁護（虐待の早期発見・防止等），③包括的・継続的
ケアマネジメント支援，④介護予防ケアマネジメントの機能を持つ

「地域包括支援センター」を設置
○特定施設の対象を拡大するとともに（適合高齢者専用賃
貸住宅等），サービス提供形態を多様化（外部サービス利用
型）
○有料老人ホームの定義を見直し，情報開示・一時金保全
措置の義務化など入居者保護を充実（老人福祉法）
○中重度者の在宅生活継続のための支援，施設等での重度
化対策・看取りへの対応を強化
○医療との連携が必要な要介護者への対応を強化する観点
からケアマネジメントにおける主治医等との連携を強化

⑴新予防給付
の創設

⑵地域支援事
業の創設

⑴居住費・
食費の見直し

⑵低所得者等
に対する措置

⑴地域密着型
サービスの創
設
 

⑵地域包括支
援センターの
創設
 
⑶居住系サー
ビスの充実
 

⑷中重度者の
支援強化，医
療と介護の連
携・機能分担

●軽度者（要支援・要介
護１）の大幅な増加
●軽度者の状態像をふま
えた介護予防の重視

｢明るく活力ある超高齢
社会｣をめざし，市町村
を責任主体とし，一貫性
・連続性のある｢総合的
な介護予防システム｣を
確立する

●在宅と施設の給付と負
担の公平性
●介護保険と年金の調整

介護保険と年金給付の重
複の是正，在宅と施設の
利用者負担の公平性の観
点から，介護保険施設に
係る給付の在り方を見直
す

●認知症高齢者や１人暮
らし高齢者の増加
●サービス体系の見直し
と地域包括ケア
●中重度者の支援強化，
医療と介護の連携

認知症ケアや地域ケアを
推進するため，身近な地
域で地域の特性に応じた
多様で柔軟なサービス提
供を可能とする体系の確
立をめざす
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4

　サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
・
向
上

5

　負
担
の
在
り
方
・
制
度
運
営
の
見
直
し

介
護
保
険
事
業
計
画
の
見
直
し

サービスが適切・円滑に選択され利用されるように，事業
者・施設に必要な情報の公表を義務付け
○訪問介護における専門性の向上のため，介護職員につい
て，将来的な「介護福祉士」への移行をめざし現行ヘル
パー研修をより充実した「基礎研修」の導入等，研修体系
を見直すとともに，介護報酬でサービス提供責任体制，ヘ
ルパー活動環境を重視
○施設での生活・療養環境の改善のため，感染管理・安全
管理体制と褥そう予防体制を整備，身体拘束廃止を推進
①指定の欠格事由，指定の取消要件の追加
②指定の更新制の導入（指定に６年の有効期間を設定）
③都道府県・市町村の事業者への勧告・命令等権限の追加

改善勧告，改善命令，指定の効力の停止
①包括的・継続的ケアマネジメントの推進

地域包括支援センターの設置，主治医等との連携強化 
②ケアマネジャーの資質・専門性の向上

資格の5年間の更新制導入，研修の義務化・体系化，地域
包括支援センターへの主任介護支援専門員の設置

③公平・中立の確保，プロセスの重視
１人当たり標準担当件数の引下げ，要介護度別の報酬と
初回時の評価，不正に対する罰則強化等

①保険料設定方法の見直し
新第２段階（年金収入がおおむね基礎年金以下など）の
設定による負担能力に応じた保険料の軽減，市町村民税
課税層の保険料設定の弾力化

②徴収方法の見直し 
特別徴収対象年金の遺族年金・障害年金への拡大，普通
徴収のコンビニ等納付・生活保護からの代理納付

○都道府県知事の事業者指定に当たっての市町村長の関与
を強化
○市町村長の事業所への立入調査権限を強化
○委託調査を適正化（申請者の入所施設への委託の禁止等）
○代行申請を適正化（初回認定時の範囲の限定等）
○都道府県指定の介護保険施設・特定施設の給付費につい
て都道府県の負担割合を引上げ（12.5％→17.5％）
○地域介護・福祉空間整備等交付金について，①都道府県交
付金は廃止（一般財源化），②市町村交付金は対象事業の範
囲を拡大（基盤整備促進法）

○介護予防（地域支援事業・新予防給付）を推進
○できる限り住み慣れた自宅や地域で生活が継続できるよ
う在宅サービスや地域密着型サービスの整備を推進
○施設のユニットケア化を図り，重度者への重点化を推進
○高齢者単身世帯の増加や都市の高齢化の進行に対応した

「多様な住まい」の普及を推進
○今後の高齢者介護の基本的な方向性を推進していくた
め，第5期の最終年度（平成26年度）を見据えた目標を設定
○各市町村は，この目標達成に向けた第3期介護保険事業計
画（平成18～20年度）を作成

⑴介護サービ
ス情報の公表 
⑵サービスの
専門性と生活
環境の向上

⑶事業者規制
の見直し

⑷ケアマネジ
メントの見直
し

⑴第１号保険
料の見直し

⑵市町村の保
険者機能の強
化
⑶要介護認定
の見直し
⑷費用負担割
合の見直し等

⑴今後の高齢
者介護の基本
的な方向性の
推進

⑵第３期介護
保険事業計画
の作成

●サービスの質の確保が
課題
●サービスの利用者によ
る選択と専門性の向上
●実効ある規制ルール
●ケアマネジメントをめ
ぐる問題

サービスの質の向上を図
るため，情報開示の徹
底，事業者規制の見直し
等を行う

●保険料設定における低
所得者への配慮
●公平・公正な要介護認定
●市町村の保険者機能の
発揮

低所得者に配慮した保険
料設定を可能とするとと
もに，市町村の保険者機
能の強化等を図る

●2015年（平成27年）ま
でに戦後のベビーブーム
世代が高齢者に
●高齢者の増加，高齢者
独居世帯の増加，都市の
高齢化，介護ニーズの変
化等

2015年に向けたサービ
ス提供体制の整備を図る
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　平成19年 6 月に発覚した株式会社コムスン
の不正事案は，コムスンの介護事業撤退と事
業移行により収束しましたが，その過程では
介護保険法の事業者規制が想定していなかっ
た問題点も指摘されたところです。
　そこで，「介護事業運営の適正化に関する
有識者会議」で必要な対応策が検討され，そ
の報告書（平成19年12月 3 日）では，業務管
理体制に関する指導・監督権の創設をはじめ
とする制度改正がもとめられました。
●平成21年 ５ 月から改正法実施
　不正事案の再発防止と介護事業運営適正化
のための介護保険法（および老人福祉法）の
改正は，次のような内容で，平成21年 5 月か
ら実施されています。
⑴介護サービス事業者に対する規制の見直し
　①事業者は業務管理体制を整備し届け出

　②�都道府県等に，事業者本部の立入検査，
事業者への是正勧告・命令の権限を持つ

⑵指定取消等の処分逃れ対策
　①事業廃止を事後届出制から事前届出制に
　②処分逃れを指定・更新の欠格事由に追加
⑶�指定・更新時等の欠格事由見直し（いわゆ
る連座制は不正行為関与の程度で適用）
⑷事業廃止時の利用者へのサービス確保対策
　①事業者に廃止時のサービス確保義務付け
　②都道府県等に改善勧告・命令の権限
●業務管理体制に関する監督
　事業者自らによる体制の整備と改善を支援
する観点から，業務管理体制の確認検査とし
て一般検査と特別検査が行われています
（４60頁参照）。一般検査については，平成22
年度より，各自治体で検査実施計画を策定し
適切に実施することがもとめられています。

介護事業運営の適正化のための改正（平成２１年 5 月実施）

（業務中の管理体制） → → → →（監査指導時）  (監査中の事業廃止等) (指定・更新時) (廃止時のサービス確保)
事業者の法令遵守
が不十分

○不正行為への組織的
な関与が確認できな
い

事業者の本部への
検査権限がない

○監査中の廃止届によ
り処分ができない
○同一法人グループへ
の譲渡に制限がない

不正事業者による
処分逃れ

○組織的な不正行為の
有無に関わらず一律
連座

○一自治体の指定取消
が，他の自治体の指
定権限を過度に制限

「一律」連座制の
問題

事業廃止時のサー
ビス確保対策が不
十分

○新たに事業者単位
の規制として法令
遵守の義務の履行
が確保されるよ
う，業務管理体制
の整備を義務付け
等
○事業者の規模に応
じた義務とする

○不正行為への組織
的な関与が疑われ
る場合は，国，都
道府県，市町村の
事業者の本部への
立入検査権を創設

○業務管理体制に問
題がある場合は，
国，都道府県，市
町村による事業者
に 対 す る 是 正 勧
告・命令権を創設

○事業所の廃止届を
事後届出制から事
前 届 出 制へ。ま
た，立入検査中に
廃止届を出した場
合を指定・更新の
欠格事由に追加等

○指定取消を受けた
事業者が密接な関
係にある者に事業
移行する場合につ
いて，指定・更新
の欠格事由に追加

○いわゆる連座制の
仕組みは維持し，
不正行為への組織
的な関与の有無を
確認し，自治体が
指定・更新の可否
を判断
○広域的な事業者の
場合は，国，都道
府県，市町村が十
分な情報共有と緊
密な連携の下に対
応

○事業廃止時のサー
ビス確保に係る事
業者の義務を明確
化
○事業者がサービス
確保の義務を果た
していない場合
を，勧告・命令の
事由に追加
○行政が必要に応じ

て事業者の実施す
る措置に対する支
援を行う

業務管理
の体制整備

本部への
立入検査等

処分逃れ
対策

指定・更新
の欠格事由
の見直し

サービス
確保対策
の充実

■介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の概要（平２0.5.２8法律４２）
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　平成12年に1４9万人だったサービス利用者
数が平成22年には４03万人に増加するなど，
高齢者を支える制度として定着した介護保険
ですが，地域全体で支える体制がなお不十分
であることなどから，次の基本的考え方にも
とづき改正が行われました。
⑴�高齢者が地域で自立した生活を営めるよう
に，医療，介護，予防，住まい，生活支援
サービスが切れ目なく提供される「地域包
括ケアシステム」の実現に向けた取組みを
進める。
⑵�サービスの増大にともなう介護費用の上昇
等をうけて，給付の効率化・重点化を進
め，給付と負担のバランスを図り，将来に
わたって安定した持続可能な制度を実現す
る。

● ５ つの視点による取組み
　地域包括ケアを実現するためには，次の 5
つの視点での取組みが，包括的（ニーズに応
じた①～⑤の適切な組合せによるサービス提

供），継続的（入院，退院，在宅復帰を通じ
て切れ目ないサービス提供）に行われること
がもとめられています。

①医療との
連携強化

2４時間対応の在宅医療，訪問看
護やリハビリの充実強化
介護職員によるたんの吸引など
の医療行為の実施

②介護サー
ビスの充実
強化

特養など介護拠点の緊急整備
定期巡回･随時対応サービス創
設など在宅サービス強化

③予防の推
進

要介護状態とならないための予
防や自立支援型介護の推進

④多様な生
活支援サー
ビスや権利
擁護など

一人暮らし・高齢夫婦のみ世帯
の増加，認知症の増加をふま
え，さまざまな生活支援サービ
ス（見守り，配食，買い物など
の生活支援や財産管理などの権
利擁護サービス）を推進

⑤高齢者住
まいの整備
（国土交通
省と連携）

基準を満たす有料老人ホームと
高専賃をサービス付高齢者住宅
として高齢者住まい法に位置づ
け（高齢期になっても住み続け
ることのできる住まい）

介護サービスの基盤強化のための改正（平成２４年 ４ 月実施）

⑴ 医療と介護の連携の
強化等

①�医療，介護，予防，住まい，生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的
な支援（地域包括ケア）を推進

②�日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定
③�単身・重度の要介護者等に対応できるよう，２４時間対応の定期巡回・随時対応サー
ビスや複合型サービスを創設

④�保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能に（要支
援者・二次予防事業対象者を対象とする介護予防・日常生活支援総合事業の創設）

⑤�介護療養型医療施設（介護療養病床）の廃止期限を猶予（平成２４年 3 月末→平成
30年 3 月末）（新たな指定は行わない）

⑵ 介護人材の確保と
サービスの質の向上

①�介護福祉士や一定の教育をうけた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能に
②�介護福祉士の資格取得方法の見直しを延期（平成２４年 ４ 月→平成２7年 ４ 月）
③�介護事業所における労働法規の遵守を徹底，事業所指定の欠格要件および取消要
件に労働基準法等違反者を追加

④�公表前の調査実施の義務付け廃止など，介護サービス情報公表制度を見直し

⑶ 高齢者の住まいの整
備等

○有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加
※厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進
（高齢者住まい法の改正）

⑷ 認知症対策の推進 ①�市民後見人の育成および活用など，市町村における高齢者の権利擁護を推進
②�市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む

⑸ 保険者による主体的
な取組みの推進

①介護保険事業計画と医療サービス，住まいに関する計画との調和を確保
②地域密着型サービスについて，公募・選考による指定を可能に

⑹ 保険料の上昇の緩和 ○各都道府県の財政安定化基金を取り崩し，介護保険料の軽減等に活用

■介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要（平２3.6.２２法律7２）



1. 介護保険の目的

16

■医療介護総合確保推進法の概要（平２6.6.２5法律83）

　少子高齢化がさらに進展することをふまえ
ると，受益と負担の均衡がとれた持続可能な
社会保障制度の確立がもとめられています。
そこで平成25年12月，改革の全体像や進め方
を明らかにした「持続可能な社会保障制度の
確立を図るための改革の推進に関する法律」
（平２5.１２.１3法律１１２）が制定されました。

　同法の規定によって社会保障の各分野につ
いて順次改正が行われ，平成26年 6 月には①
新たな基金の創設と医療・介護の連携強化，
②地域における効率的かつ効果的な医療提供
体制の確保，③地域包括ケアシステムの構築
と費用負担の公平化を柱とする医療介護総合
確保推進法が成立しました。

地域の医療・介護の総合的な確保を推進（平成２7年 ４ 月以降実施）

【法律の趣旨】
　持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律にもとづく措置として，効率的か
つ質の高い医療提供体制を構築するとともに，地域包括ケアシステムを構築することを通じ，地域におけ
る医療および介護の総合的な確保を推進するため，医療法，介護保険法等の関係法律について所要の整備
等を行う。

【法律の主な概要】
１．新たな基金の創設と医療・介護
の連携強化（地域介護施設整備促進
法（→医療介護総合確保法に改称）
等関係）

①�都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能
分化・連携，在宅医療・介護の推進等）のため，消費税増収分
を活用した新たな基金（地域医療介護総合確保基金）を都道府
県に設置

②�医療と介護の連携を強化するため，厚生労働大臣が基本的な方
針（総合確保方針）を策定

２ ．地域における効率的かつ効果的
な医療提供体制の確保（医療法関
係）

①�医療機関が都道府県に病床の医療機能（高度急性期，急性期，
回復期，慢性期）等を報告し，都道府県は，それをもとに地域
医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき
姿）を医療計画において策定

②�医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置
づけ

３ ．地域包括ケアシステムの構築と
費用負担の公平化（介護保険法関
係）

①�在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわ
せ，予防給付（訪問介護・通所介護）を地域支援事業に移行
し，多様化

　※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取組む事業
②�特別養護老人ホームについて，在宅での生活が困難な中重度の
要介護者を支える機能に重点化

③低所得者の保険料軽減を拡充
④�一定以上の所得のある利用者の自己負担を ２ 割へ引き上げ（た
だし，一般の世帯の月額上限は据え置き）

⑤�低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の
要件に資産などを追加

４ ．その他 ①�診療の補助のうちの特定行為を明確化し，それを手順書により
行う看護師の研修制度を新設

②医療事故に係る調査のしくみを位置づけ
③�医療法人社団と医療法人財団の合併，持分なし医療法人への移
行促進策を措置

④�介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの
施行時期を平成２7年度から２8年度に延期）

【施行期日】
平成２6年 6 月２5日
（ただし，医療法関係は平成２6年１0月以降，介護保険法関係は平成２7年 ４ 月以降など，順次施行）
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■介護保険制度改正の主な内容

●介護保険法の改正
　医療介護総合確保推進法による介護保険制
度の改正にあたっては，社会保障審議会介護
保険部会がまとめた「介護保険制度の見直し
に関する意見」（平２5.１２.１0）にもとづき，①地域
包括ケアシステムの構築，②費用負担の公平
化の観点（下図）から行われます。主に平成
27年 ４月以降，順次施行されています。
●平成27年度介護報酬改定
　平成27年度は介護保険法改正のほか，介護
報酬改定が実施されました。改定にあたって
は，①中重度の要介護者や認知症高齢者への
対応のさらなる強化，②介護人材確保対策の
推進，③サービス評価の適正化と効率的な
サービス提供体制の構築を基本的な考え方と
し，高齢者ができる限り住み慣れた地域で，

尊厳を持って自分らしい生活を送ることがで
きるよう，地域包括ケアシステムの構築に向け
た取組みを進めることとされました。
●地域での医療・介護の充実
　国は医療介護総合確保法にもとづき，地域
における医療・介護を総合的に確保するため
の基本的な方針（総合確保方針）を策定しま
す。自治体は総合確保方針に即した都道府県
計画・市町村計画を策定します。
　また，国は都道府県計画等に定める，病床
の機能分化・連携や医療従事者の確保・養
成，在宅医療・介護の推進に係る事業に対
し，消費税増収分を活用した新たな基金（地
域医療介護総合確保基金）による財政支援を
行います。これらは医療介護総合確保推進法
の公布の日から施行されています。

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにする
ため，介護，医療，生活支援，介護予防を充実。

低所得者の保険料軽減を拡充。また，保険料上昇をでき
る限り抑えるため，所得や資産のある人の利用者負担を
見直す。

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業
の充実
　①在宅医療・介護連携の推進
　②認知症施策の推進
　③地域ケア会議の推進
　④生活支援サービスの充実・強化
　　＊介護サービスの充実は，前回改正による24時間対応の定

期巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推進
　　＊介護職員の処遇改善は，平成27年度介護報酬改定で実施

○低所得者の保険料の軽減割合を拡大
・給付費の５割の公費に加えて別枠で公費を投入し，
低所得者の保険料の軽減割合を拡大

　＊保険料見通し：平成26年度約5,000円→平成37年度約8,200円
　＊軽減例：年金収入80万円以下　５割→７割まで順次軽減拡大
　＊軽減対象：市町村民税非課税世帯（65歳以上の約３割）

○このほか，「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」，「サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用」，「居宅介護支援事業所の指定権限の
市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施

①地域包括ケアシステムの構築

サービスの充実

①全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町
村が取組む地域支援事業に移行し，多様化

　　＊段階的に移行（～平成29年度）
　　＊介護保険制度内でのサービス提供であり，財源構成も変

わらない
　　＊見直しにより，既存の介護事業所による既存サービスに

加え，NPO，民間企業，住民ボランティア，協同組合等
による多様なサービスの提供が可能。これにより，効果
的・効率的な事業も実施可能

②特別養護老人ホームの新規入所者を，原則，要介護
３以上に限定（既入所者は除く）

　　＊要介護１・２でも一定の場合には入所可能

重点化・効率化

①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ
・２割負担とする所得水準を，65歳以上高齢者の所得
上位20％とした場合，合計所得金額160万円（年金
収入で，単身280万円以上，夫婦346万円以上）。た
だし，月額上限があるため，見直し対象の全員の負
担が２倍になるわけではない。
・医療保険の現役並み所得相当の人は，月額上限を
37,200円から44,400円に引上げ

②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する
「補足給付」の要件に資産などを追加
・預貯金等が単身1,000万円超，夫婦2,000万円超の
場合は対象外

・世帯分離した場合でも，配偶者が課税されている
場合は対象外

・給付額の決定にあたり，非課税年金（遺族年金，
障害年金）を収入として勘案

重点化・効率化

低所得者の保険料軽減を拡充

②費用負担の公平化
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　高齢化の進展に伴い介護費用が増大する中
で，団塊の世代が75歳以上となる2025年や，
団塊ジュニア世代が65歳以上となる20４0年も
見据えつつ，高齢者がその有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるように支
援することや，要介護状態となることの予
防，要介護状態等の軽減・悪化の防止といっ
た制度の理念を堅持することが重要です。ま
た，制度の持続可能性を確保するため，給付
の伸びの抑制を図るとともに，利用者負担の
在り方，保険料負担の在り方について，世代
内・世代間の公平等をふまえた必要な見直し
に取り組むことが必要とされていました。
●平成29年の法改正
　こうした背景に対応して，平成29年 6月に
「地域包括ケアシステムの強化のための介護
保険法等の一部を改正する法律」が成立，公

布され，「地域包括ケアシステムの深化・推
進」と「介護保険制度の持続可能性の確保」
の実現に向けた改正が行われました（一部を
除き30年 ４月施行）。具体的には，①自立支
援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等
の取組みの推進，②医療・介護の連携の推
進，③地域共生社会の実現に向けた取組みの
推進，④ 2 割負担者のうち特に所得の高い層
への3割負担の導入，⑤介護納付金への総報
酬割の導入などです。
●平成30年度介護報酬改定
　平成30年度は介護保険法改正のほか，介護
報酬改定が実施されました。改定にあたって
は，質が高く効率的な介護の提供体制の整備
の推進に向け，地域包括ケアシステムの推進
等の取組みを進めることとされました。

■地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要（平２9.6.２法律5２）

地域包括ケアシステムの深化・推進等（平成30年 ４ 月実施）

【法律の趣旨】
　高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止，地域共生社会の実現を図るとともに，制度の持続可能性を確保す
ることに配慮し，サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。

【法律の主な概要】
Ⅰ　地域包括ケアシステムの深化・推進

１　自立支援・重度化防止に向けた保
険者機能の強化等の取組みの推進（介
護保険法）

全市町村が保険者機能を発揮し，自立支援・重度化防止に向けて取り組
む仕組みの制度化
・国から提供されたデータを分析の上，介護保険事業（支援）計画を策
定。計画に介護予防・重度化防止等の取組み内容と目標を記載
・都道府県による市町村に対する支援事業の創設
・財政的インセンティブの付与の規定の整備
（その他）
・地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機
能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発
等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

２ 　医療・介護の連携の推進等（介護
保険法，医療法）

①「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と，「生活施
設」としての機能とを兼ね備えた，新たな介護保険施設を創設
※現行の介護療養病床の経過措置期間については， 6年間延長すること
とする。病院または診療所から新施設に転換した場合には，転換前の病
院または診療所の名称を引き続き使用できることとする
②医療・介護の連携等に関し，都道府県による市町村に対する必要な情
報の提供その他の支援の規定を整備

３ 　地域共生社会の実現に向けた取組
みの推進等（社会福祉法，介護保険
法，障害者総合支援法，児童福祉法）

・市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り，
福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化
・高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため，介
護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける
（その他）
・有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創
設，前払金の保全措置の義務の対象拡大等）
・障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者
の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする）

Ⅱ　介護保険制度の持続可能性の確保
４　定率負担の見直し（介護保険法） ・ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を 3割とする
5 　介護納付金への総報酬割の導入
（介護保険法）

・各医療保険者が納付する介護納付金（４0〜6４歳の保険料）について，
被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする

【施行期日】
平成30年 ４ 月 １ 日施行
（「Ⅱ 5」は平成２9年 8 月分の介護納付金から適用，「Ⅱ ４」は平成30年 8 月 １ 日施行）
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■平成30年度介護報酬改定の概要
【趣旨】

○�　団塊の世代が75歳以上となる２0２5年に向けて，国民 １人 １人が状態に応じた適切なサービスを受けられるよ
う，平成30年度介護報酬改定により，質が高く効率的な介護の提供体制の整備を推進。
　平成30年度介護報酬改定　改定率：＋0.5４％

【項目および主な事項】
Ⅰ　地域包括ケアシステムの推進

■�中重度の要介護者も含め，どこに住
んでいても適切な医療・介護サービ
スを切れ目なく受けることができる
体制を整備

○�中重度の在宅要介護者や，居住系サービス利用者，特別養護老人ホー
ム入所者の医療ニーズへの対応

○医療・介護の役割分担と連携の一層の推進
○医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設
○ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
○認知症の人への対応の強化
○口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組みの推進
○地域共生社会の実現に向けた取組みの推進

Ⅱ　自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
■�介護保険の理念や目的を踏まえ，安
心・安全で，自立支援・重度化防止
に資する質の高い介護サービスを実
現

○リハビリテーションに関する医師の関与の強化
○リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充
○�外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等の自立支
援・重度化防止の推進

○�通所介護における心身機能の維持にかかるアウトカム評価の導入
○�褥瘡の発生予防のための管理や排泄に介護を要する利用者への支援に
対する評価の新設

○身体的拘束等の適正化の推進
Ⅲ　多様な人材の確保と生産性の向上

■�人材の有効活用・機能分化，ロボッ
ト技術等を用いた負担軽減，各種基
準の緩和等を通じた効率化を推進

○生活援助の担い手の拡大
○介護ロボットの活用の促進
○定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件の緩和
○ＩＣＴを活用したリハビリテーション会議への参加
○�地域密着型サービスの運営推進会議等の開催方法・開催頻度の見直し

Ⅳ　介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保
■�介護サービスの適正化・重点化を図
ることにより，制度の安定性・持続
可能性を確保

○福祉用具貸与の価格の上限設定等
○�集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算および区分支給限度基準
額の計算方法の見直し等

○サービス提供内容をふまえた訪問看護の報酬体系の見直し
○通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等
○長時間の通所リハビリの基本報酬の見直し

【法律の趣旨】
　高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止，地域共生社会の実現を図るとともに，制度の持続可能性を確保す
ることに配慮し，サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。

【法律の主な概要】
Ⅰ　地域包括ケアシステムの深化・推進

１　自立支援・重度化防止に向けた保
険者機能の強化等の取組みの推進（介
護保険法）

全市町村が保険者機能を発揮し，自立支援・重度化防止に向けて取り組
む仕組みの制度化
・国から提供されたデータを分析の上，介護保険事業（支援）計画を策
定。計画に介護予防・重度化防止等の取組み内容と目標を記載
・都道府県による市町村に対する支援事業の創設
・財政的インセンティブの付与の規定の整備
（その他）
・地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機
能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発
等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

２ 　医療・介護の連携の推進等（介護
保険法，医療法）

①「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と，「生活施
設」としての機能とを兼ね備えた，新たな介護保険施設を創設
※現行の介護療養病床の経過措置期間については， 6年間延長すること
とする。病院または診療所から新施設に転換した場合には，転換前の病
院または診療所の名称を引き続き使用できることとする
②医療・介護の連携等に関し，都道府県による市町村に対する必要な情
報の提供その他の支援の規定を整備

３ 　地域共生社会の実現に向けた取組
みの推進等（社会福祉法，介護保険
法，障害者総合支援法，児童福祉法）

・市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り，
福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化
・高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため，介
護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける
（その他）
・有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創
設，前払金の保全措置の義務の対象拡大等）
・障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者
の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする）

Ⅱ　介護保険制度の持続可能性の確保
４　定率負担の見直し（介護保険法） ・ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を 3割とする
5 　介護納付金への総報酬割の導入
（介護保険法）

・各医療保険者が納付する介護納付金（４0〜6４歳の保険料）について，
被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする

【施行期日】
平成30年 ４ 月 １ 日施行
（「Ⅱ 5」は平成２9年 8 月分の介護納付金から適用，「Ⅱ ４」は平成30年 8 月 １ 日施行）
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　介護保険法のほか，社会福祉法や老人福祉
法，医療介護総合確保法など計12本の法律を
改正する「地域共生社会の実現のための社会
福祉法等の一部を改正する法律」（令和 2 年
改正法：令和 2年法律第52号）が令和 2年 6
月に公布されました。この令和 2 年改正法
は，平成29年改正法でも 1つのテーマとなっ
ていた地域共生社会の実現を図るため，次の
４点の背景・経緯等から見直し，所要の措置
を講じようとするものです。
①�市町村の包括的な支援体制の構築の支援に
向けた動き
②介護保険制度の見直しに向けた動き
③�介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義
務づけの経過措置延長に向けた動き
④�社会福祉連携推進法人制度の創設に向けた
動き

●地域包括ケアの理念を普遍化
　地域共生社会とは，高齢者介護，障害福
祉，児童福祉，生活困窮者支援などの制度・

分野の枠や，「支える側」，「支えられる側」
という従来の関係を超えて，人と人，人と社
会がつながり，一人ひとりが生きがいや役割
を持ち，助け合いながら暮らしていくことの
できる包摂的な社会です。高齢化が進むなか
で，高齢者の地域での生活を支える地域包括
ケアシステムは，すべての人が地域，暮ら
し，生きがいを共に創り，高め合うことがで
きる地域共生社会の実現に向けた中核的な基
盤となり得るものです。
　社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備
とあわせて，地域共生社会の実現を図ってい
く観点から介護保険制度改正が行われました。
●令和 3 年度介護報酬改定
　令和 3年度は介護保険法改正のほか，介護
報酬改定が実施されました。改定に当たって
は，感染症・災害への対応力強化，地域包括
ケアシステムの推進，自立支援・重度化防止
の推進等が図られました。

■地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の概要（令２.6.１２法律5２）

地域共生社会の実現をめざす（令和 3年 ４月実施）

【法律の趣旨】
　地域共生社会（※）の実現を図るため，地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サー
ビス提供体制を整備する観点から，市町村の包括的な支援体制の構築の支援，地域の特性に応じた認知症施策や介
護サービス提供体制の整備等の推進，医療・介護のデータ基盤の整備の推進，介護人材確保及び業務効率化の取組
の強化，社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる
　※�子ども・高齢者・障害者などすべての人々が地域，暮らし，生きがいを共に創り，高め合うことができる社会
（ニッポン一億総活躍プラン（平成２8年 6 月 ２ 日閣議決定））

【法律の主な概要】
１　地域住民の複雑化・複合化した支
援ニーズに対応する市町村の包括的な
支援体制の構築の支援（社会福祉法，
介護保険法）

○�市町村において，既存の相談支援等の取組を活かしつつ，地域住民の
抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う，新たな事
業およびその財政支援等の規定を創設するとともに，関係法律の規定
の整備を行う

２ 　地域の特性に応じた認知症施策や
介護サービス提供体制の整備等の推進
（介護保険法，老人福祉法）

①�認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国および地方公
共団体の努力義務を規定する

②�市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定す
る

③�介護保険事業（支援）計画の作成にあたり，当該市町村の人口構造の
変化の見通しの勘案，高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス
付き高齢者向け住宅）の設置状況の記載事項への追加，有料老人ホー
ムの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う

３ 　医療・介護のデータ基盤の整備の
推進（介護保険法，地域における医療
及び介護の総合的な確保の促進に関す
る法律）

①�介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え，厚生労働大臣は，
高齢者の状態や提供される介護サービスの内容の情報，地域支援事業
の情報の提供を求めることができると規定する

②�医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト
情報等のデータベース（介護DB）等の医療・介護情報の連結精度向上
のため，社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用
し，正確な連結に必要な情報を，安全性を担保しつつ提供することが
できることとする

③�社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に，当分の
間，医療機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調
達・提供の業務を追加する

４ 　介護人材確保および業務効率化の
取組の強化（介護保険法，老人福祉
法，社会福祉士及び介護福祉士法等の
一部を改正する法律）

①�介護保険事業（支援）計画の記載事項として，介護人材確保および業
務効率化の取組を追加する

②�有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直し
を行う

③�介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務づけに係る現行 5年間の
経過措置を，さらに 5年間延長する

5 　社会福祉連携推進法人制度の創設
（社会福祉法）

○�社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として，相
互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設する

【施行期日】
令和 3年 ４月 １日（ただし， 3②は令和 3年１0月 １ 日， 5は令和 ４年 ４月 １日， 3③および ４③は公布日）
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■地域共生社会における包括的支援体制のイメージ図

【法律の趣旨】
　地域共生社会（※）の実現を図るため，地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サー
ビス提供体制を整備する観点から，市町村の包括的な支援体制の構築の支援，地域の特性に応じた認知症施策や介
護サービス提供体制の整備等の推進，医療・介護のデータ基盤の整備の推進，介護人材確保及び業務効率化の取組
の強化，社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる
　※�子ども・高齢者・障害者などすべての人々が地域，暮らし，生きがいを共に創り，高め合うことができる社会
（ニッポン一億総活躍プラン（平成２8年 6 月 ２ 日閣議決定））

【法律の主な概要】
１　地域住民の複雑化・複合化した支
援ニーズに対応する市町村の包括的な
支援体制の構築の支援（社会福祉法，
介護保険法）

○�市町村において，既存の相談支援等の取組を活かしつつ，地域住民の
抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う，新たな事
業およびその財政支援等の規定を創設するとともに，関係法律の規定
の整備を行う

２ 　地域の特性に応じた認知症施策や
介護サービス提供体制の整備等の推進
（介護保険法，老人福祉法）

①�認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国および地方公
共団体の努力義務を規定する

②�市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定す
る

③�介護保険事業（支援）計画の作成にあたり，当該市町村の人口構造の
変化の見通しの勘案，高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス
付き高齢者向け住宅）の設置状況の記載事項への追加，有料老人ホー
ムの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う

３ 　医療・介護のデータ基盤の整備の
推進（介護保険法，地域における医療
及び介護の総合的な確保の促進に関す
る法律）

①�介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え，厚生労働大臣は，
高齢者の状態や提供される介護サービスの内容の情報，地域支援事業
の情報の提供を求めることができると規定する

②�医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト
情報等のデータベース（介護DB）等の医療・介護情報の連結精度向上
のため，社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用
し，正確な連結に必要な情報を，安全性を担保しつつ提供することが
できることとする

③�社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に，当分の
間，医療機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調
達・提供の業務を追加する

４ 　介護人材確保および業務効率化の
取組の強化（介護保険法，老人福祉
法，社会福祉士及び介護福祉士法等の
一部を改正する法律）

①�介護保険事業（支援）計画の記載事項として，介護人材確保および業
務効率化の取組を追加する

②�有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直し
を行う

③�介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務づけに係る現行 5年間の
経過措置を，さらに 5年間延長する

5 　社会福祉連携推進法人制度の創設
（社会福祉法）

○�社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として，相
互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設する

【施行期日】
令和 3年 ４月 １日（ただし， 3②は令和 3年１0月 １ 日， 5は令和 ４年 ４月 １日， 3③および ４③は公布日）

資料：厚生労働省ホームページ「「地域共生社会」の実現に向けて」掲載資料（一部改変）

共生型
サービス

高齢者
高齢者を対象とした相談機関
地域包括支援センター

障害者
地域移行・地域生活支援
障害者を対象にした相談機関

基幹相談支援センター 等

子ども・
子育て家庭

子供・子育て家庭を対象にした相談機関
地域子育て支援拠点

子育て世代包括支援センター 等

地域包括ケアシステム
医療介護総合確保法第2条

土台としての地域力の強化
「他人事」ではなく「我が事」と考える地域づくり

生活困窮者
支援

=「必要な支援を包括的に確
保する」という理念を普遍化

地域包括ケアの理念を普遍化し，高齢者のみならず，生活上の困難を抱える
障害者や子どもなどが地域において自立した生活を送ることができるよう，
地域住民による支え合いと公的支援が連動し，地域を『丸ごと』支える包括
的な支援体制を構築し，切れ目のない支援を実現
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　高齢化により85歳以上人口の割合が上昇
し，サービス需要や給付費は増加する一方，
生産年齢人口は急減し，地域ニーズに対応し
たサービス等基盤整備や，人材確保，保険制
度の持続可能性確保に向けた早急な対応が必
要です。社会環境の変化の中でも，高齢者の
自己決定に基づき，必要なサービスを受けら
れ，希望する所で安心して生活できる社会の
実現が必要とされていました。
●持続可能な社会保障めざす改正法
　これらの意見を踏まえ，「全世代対応型の
持続可能な社会保障制度を構築するための健
康保険法等の一部を改正する法律」（令和 5

年改正法）が令和 5 年 5 月に公布されまし
た。令和 5年改正法は，全世代対応型の持続
可能な社会保障制度を構築するため，出産育
児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支
援金の導入，後期高齢者医療制度における負
担率の見直し，介護保険者による介護情報の
収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講
ずるものです。
　介護保険法に関しては，医療・介護の連携
機能および提供体制等の基盤強化等を図る改
正が行われました。令和 6年度介護報酬改定
と合わせて，原則として令和 6年 ４月より施
行されています。

■全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の概要（令5.5.１9法律3１）

全世代対応型の持続可能な制度を構築（令和 6年 ４月実施）

【改正の概要】
１ �　こども・子育て支援の拡充
（健康保険法，船員保険法，
国民健康保険法，高齢者の医
療の確保に関する法律等）

①�出産育児一時金の支給額を引き上げる（４２万円→50万円）ととも
に，支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支
援

②�産前産後期間における国民健康保険料（税）を免除し，その免除相
当額を国・都道府県・市町村で負担

２ �　高齢者医療を全世代で公平
に支え合うための高齢者医療
制度の見直し（健保法，高確
法）

①�後期高齢者負担率の設定方法について，「後期高齢者一人当たりの保
険料」と「現役世代一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同
じとなるよう見直す

②�前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて，被
用者保険者においては報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を
行う。健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対する
財政支援を導入，被用者保険者の後期高齢者支援金等の負担が大き
くなる場合の財政支援の拡充

３ �　医療保険制度の基盤強化等
（健保法，船保法，国保法，
高確法等）

①�都道府県医療費適正化計画について，計画に記載すべき事項を充
実。都道府県ごとに保険者協議会を必置として計画の策定・評価に
関与する仕組みを導入。また，医療費適正化に向けた都道府県の役
割及び責務の明確化等を行う。計画の目標設定に際しては，かかり
つけ医機能の確保の重要性等に留意する

②�都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営期間を法定化（ 6
年）し，医療費適正化や国保事務の標準化・広域化の推進に関する
事項等を必須記載に

③�経過措置としている退職被保険者の医療給付費等を被用者保険者間
で調整する仕組みを廃止

４ �　医療・介護の連携機能及び
提供体制等の基盤強化（地域
における医療及び介護の総合
的な確保の促進に関する法
律，医療法，介護保険法，高
確法等）

①�かかりつけ医機能について，国民への情報提供の強化や，かかりつ
け医機能の報告に基づく地域での協議の仕組みを構築し，協議を踏
まえて医療・介護の各種計画に反映

②�医療・介護サービスの質の向上を図るため，医療保険者と介護保険
者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を
一体的に実施することとし，介護保険者が行う当該事業を地域支援
事業として位置付け

③�医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で
当該情報に係るデータベースを整備

④�地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院
等や介護事業所等が参加できる仕組みを導入する

⑤�出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に
移行する際の計画の認定制度について期限の延長（令和 5年 9月末
→令和 8年１２月末）等

【施行期日】
令和 6年 ４月 １日。ただし， 3①の一部と ４⑤は公布日， ４③の一部は令和 5年 8月 １日， １②は令和 6
年 １月 １日， 3①の一部と ４①は令和 7年 ４月 １日， ４③の一部は公布後 3年以内に政令で定める日， ４
②は公布後 ４年以内に政令で定める日
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【改正の概要】
１ �　こども・子育て支援の拡充
（健康保険法，船員保険法，
国民健康保険法，高齢者の医
療の確保に関する法律等）

①�出産育児一時金の支給額を引き上げる（４２万円→50万円）ととも
に，支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支
援

②�産前産後期間における国民健康保険料（税）を免除し，その免除相
当額を国・都道府県・市町村で負担

２ �　高齢者医療を全世代で公平
に支え合うための高齢者医療
制度の見直し（健保法，高確
法）

①�後期高齢者負担率の設定方法について，「後期高齢者一人当たりの保
険料」と「現役世代一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同
じとなるよう見直す

②�前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて，被
用者保険者においては報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を
行う。健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対する
財政支援を導入，被用者保険者の後期高齢者支援金等の負担が大き
くなる場合の財政支援の拡充

３ �　医療保険制度の基盤強化等
（健保法，船保法，国保法，
高確法等）

①�都道府県医療費適正化計画について，計画に記載すべき事項を充
実。都道府県ごとに保険者協議会を必置として計画の策定・評価に
関与する仕組みを導入。また，医療費適正化に向けた都道府県の役
割及び責務の明確化等を行う。計画の目標設定に際しては，かかり
つけ医機能の確保の重要性等に留意する

②�都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営期間を法定化（ 6
年）し，医療費適正化や国保事務の標準化・広域化の推進に関する
事項等を必須記載に

③�経過措置としている退職被保険者の医療給付費等を被用者保険者間
で調整する仕組みを廃止

４ �　医療・介護の連携機能及び
提供体制等の基盤強化（地域
における医療及び介護の総合
的な確保の促進に関する法
律，医療法，介護保険法，高
確法等）

①�かかりつけ医機能について，国民への情報提供の強化や，かかりつ
け医機能の報告に基づく地域での協議の仕組みを構築し，協議を踏
まえて医療・介護の各種計画に反映

②�医療・介護サービスの質の向上を図るため，医療保険者と介護保険
者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を
一体的に実施することとし，介護保険者が行う当該事業を地域支援
事業として位置付け

③�医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で
当該情報に係るデータベースを整備

④�地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院
等や介護事業所等が参加できる仕組みを導入する

⑤�出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に
移行する際の計画の認定制度について期限の延長（令和 5年 9月末
→令和 8年１２月末）等

【施行期日】
令和 6年 ４月 １日。ただし， 3①の一部と ４⑤は公布日， ４③の一部は令和 5年 8月 １日， １②は令和 6
年 １月 １日， 3①の一部と ４①は令和 7年 ４月 １日， ４③の一部は公布後 3年以内に政令で定める日， ４
②は公布後 ４年以内に政令で定める日

　介護報酬の算定方法や単位数などの規定
は，介護をめぐる内外の状況を踏まえて見直
しが行われます。この介護報酬の改定は，通
例は介護保険制度における事業計画期間（32
頁参照）にあわせて， 3年に 1回のペースで
行われています（このほか，必要に応じて適
時修正・改定が行われることもあります）。
　直近の介護報酬改定である令和６年４月
（訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・
通所リハは６月）の改定は，人口構造や社会

経済状況の変化を踏まえ，「地域包括ケアシ
ステムの深化・推進」「自立支援・重度化防
止に向けた対応」「良質な介護サービスの効
率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」
「制度の安定性・持続可能性の確保」を基本
的な視点として実施されました。
　改定率はプラス 1.59％であり，うち介護職
員の処遇改善分が 0.98％となっています（加
算率の引き上げや介護職員等処遇改善加算へ
の一本化なども令和６年６月施行）。

令和 ６ 年 4 月等介護報酬の改定とそのポイント

■令和 ６ 年 ４ 月等介護報酬改定に関する概要
１ ．地域包括ケアシステムの深化・推進
■�認知症の方や単身高齢者，医療ニーズが高い
中重度の高齢者を含め，質の高いケアマネジ
メントや必要なサービスが切れ目なく提供さ
れるよう，地域の実情に応じた柔軟かつ効率
的な取組を推進

・質の高い公正中立なケアマネジメント
・地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組
・医療と介護の連携の推進
　�▷在宅における医療ニーズへの対応強化▷在宅におけ
る医療・介護の連携強化▷高齢者施設等における医療
ニーズへの対応強化▷高齢者施設等と医療機関の連携
強化
・看取りへの対応強化
・感染症や災害への対応力向上
・高齢者虐待防止の推進
・認知症の対応力向上
・福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し
２．自立支援・重度化防止に向けた対応
■�高齢者の自立支援・重度化防止という制度の
趣旨に沿い，多職種連携やデータの活用等を
推進

・�リハビリテーション・機能訓練，口腔，栄養の
一体的取組等

・自立支援・重度化防止に係る取組の推進
・LIFEを活用した質の高い介護
3 �．良質な介護サービスの効率的な提供に
向けた働きやすい職場づくり

■�介護人材不足の中で，更なる介護サービスの
質の向上を図るため，処遇改善や生産性向上
による職場環境の改善に向けた先進的な取組
を推進

・介護職員の処遇改善
・�生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づ
くり

・効率的なサービス提供の推進
４．制度の安定性・持続可能性の確保
■�介護保険制度の安定性・持続可能性を高め，
全ての世代にとって安心できる制度を構築

・評価の適正化・重点化
・報酬の整理・簡素化
5．その他
・「書面掲示」規制の見直し
・�通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明
確化

・基準費用額（居住費）の見直し
・地域区分
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2. 市町村を中心とした取組み

　 実施主体は市町村（法 3条）1
　介護問題に取り組むのに最もふさわしい主体として，地域住民に身近な行政主
体である市町村が保険者となり，きめこまかな対応をすることになっています。
　市町村は，住民の要介護認定の申請をうけつけ，認定を行い，保険給付として
の費用の支払い等を直接・間接に行います。また，特別会計として費用の見込み
をたて，必要な費用を第 1号被保険者から保険料として徴収します。
　介護保険の事務は地方自治法（ ２条 8 項）の自治事務にあたります。なお，市町
村は介護保険法にもとづき，第 1号保険料をはじめとした法の委任事項や，保険
給付上乗せ・保健福祉事業等の地域の実情に応じた事項を条例で定めます。

　介護保険事業が健全・円滑に行われるように，国は保健医療・福祉サービスの
提供体制の確保等について必要な措置を講じ，都道府県は保険者等に対し，必要
な助言や介護認定審査会の共同設置の調整等の適切な援助を行います。
　また，医療保険者と年金保険者は，保険料徴収等の面から介護保険事業が健
全・円滑に行われるよう協力します。

▶国・都道府県の責務と医療保険者の協力（法 5〜 6条）

◉ 介護保険の保険者は市町村と特別区（以下「市町村」）で，制度運営を主体として行い，
国，都道府県，医療保険者，年金保険者が重層的に支え合う構造となっています。

◉ 国と都道府県は，財政負担を行うほか，市町村の制度運営を支援します。サービス提供体
制の整備についても，市町村が「介護保険事業計画」で定める目標の達成を支援します。

市町村・特別区
（制度の運営主体）

国 都道府県 医療保険者

年金保険者

①介護保険事業の実施（要介護認定，保険給付，
第１号被保険者の保険料の賦課・徴収等）

②介護サービスの基盤整備
③費用の負担（介護給付費の公費負担12.5％）

①制度全体の枠組みの設定
②要介護認定，保険給付，事
業者・施設等の基準の設定

③制度の適正な運営のため
の，保険者，事業者・施設
等に対する報告徴収等

④市町村の安定的な財政運営
のための各種支援

⑤費用の負担（介護（予防）
給付費の国庫負担，財政安
定化基金に対する負担等）

①保険者・事業者等の適正な事
業運営のための助言・指導

②財政安定化基金等の設置，要介
護認定の審査判定業務の市町
村からの受託等の保険者支援

③介護サービスの基盤整備
④審査請求の処理
⑤介護サービス情報の公表
⑥費用の負担（介護（予防）給
付費の公費負担，財政安定化
基金等に対する負担）

所属する第２号被保険者
（40歳以上65歳未満）の負担
を医療保険料として徴収し支
払基金に納付

年金支払いに際して第１号被
保険者（65歳以上）の保険
料を徴収（天引き）し市町村
に納入
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●地域包括ケアの推進（法 5条 3・ ４項）
　重度な要介護状態となっても，高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを
最後まで続けられるよう，医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保
され，一体的に提供される，地域包括ケアシステムの構築がもとめられていま
す。この地域包括ケアの推進は，国と地方公共団体の責務としても，法律で規定
されています。
　すなわち，国と地方公共団体は，被保険者が可能な限り，住み慣れた地域でそ
の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように，①保険給付に
係る保健医療サービス・福祉サービスに関する施策，②要介護状態等となること
の予防，要介護状態等の軽減・悪化防止のための施策，③地域における自立した
日常生活の支援のための施策を，医療と居住に関する施策との有機的な連携を図
りつつ，包括的に推進するよう努めます。これらの施策の推進に当たっては，障
害者等の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めます。

　今後の高齢化のさらなる進展に伴い，認知症の急速な増加が見込まれており，
住み慣れた地域で，介護・医療および地域（行政）が緊密に連携し，自立した日
常生活を支援していくことの重要性が一層高まっています。そこで，国と地方公
共団体は，適切な保健医療・福祉サービスを提供するため，医療・研究機関や事
業者等と連携して次の事項に努めることが明文化されています。
⑴�認知症に関する知識の普及と啓発
⑵�認知症の予防・診断・治療，その心身の特性に応じたリハビリテーションや介
護方法に関する調査研究の推進と，その成果の普及・活用・発展

⑶�認知症の人を介護する人の支援や，認知症の人を支援する人材の確保と資質の
向上を図るための必要な措置

⑷�その他の認知症に関する施策の総合的な推進
　これらの施策の推進に当たっては，認知症の人とその家族の意向の尊重に配慮
するとともに，認知症の人が地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生
することができるよう努めます。なお市町村は，認知症専門医による指導の下，
早期診断・早期対応を行う，認知症初期集中支援チームおよび認知症地域支援推
進員を，地域包括支援センター等に整備することができます（521頁参照）。

目的 包括的な施策の推進 有機的な連携

被保険者が，可能な限り，住み慣れた地域でその
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できること

①介護サービス
②予防サービス
③生活支援サービス

医療に関する施策
居住に関する施策

▶認知症に関する施策の総合的な推進等（法 5条の ２）

認
知
症

右により日常生
活に支障が生じ
る程度にまで認
知機能が低下し
た状態

・アルツハイマー病その他の神経変性疾患

・脳血管疾患その他の疾患

特定の疾患に
分類されない
ものを含む

次を除く：せん妄，鬱病その他の気分障害，精神作用物質による急
性中毒またはその依存症，統合失調症，妄想性障害，神経症性障
害，知的障害その他これらに類する精神疾患
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　市町村は，保険者として介護保険を運営し
ます。その内容は多岐にわたりますが，いず
れも住民が自立した日常生活を営むことがで
きることをめざすものです。
　介護保険制度は地域の特性に配慮したサー

ビス提供が図られる仕組みとすることが重要
とされており，市町村事務はすべて自治事務
であり，また，市町村は法定給付以外にも独
自の上乗せ・横出し給付を行うことができま
す。

主な市町村事務

⑴被保険者の資格管理に関わる事務
　①被保険者の資格管理
　②被保険者台帳の作成
　③被保険者証の発行・更新
　④住所地特例の管理
⑵要介護認定・要支援認定に関わる事務
　①�要介護認定・要支援認定事務（新規の認定

調査は原則市町村が実施）
　②介護認定審査会の設置
⑶保険給付に関わる事務
　①現物給付の審査・支払（国保連に委託）
　②�居宅サービス計画（ケアプラン）等作成を

依頼する旨の届出の受付等
　③償還払い（特例居宅介護サービス費等）
　④�種類支給限度基準額の設定・区分支給限度

基準額の上乗せ及び管理
　⑤�福祉用具購入費・住宅改修費の支給等
　⑥�高額介護サービス費・高額医療合算介護

サービス費の支給等
　⑦給付の適正化関係事務
　⑧市町村特別給付
　⑨第三者行為求償事務（国保連に委託）
　⑩他制度による給付との調整
　⑪�食費・居住費（滞在費）に係る低所得者の

負担軽減（負担限度額認定証の交付等）
　⑫�社会福祉法人等による利用者負担軽減（軽

減確認証の交付等）
⑷地域支援事業・保健福祉事業に関する事務
　①地域支援事業の実施
　　・�介護予防・日常生活支援総合事業の実施
　　　（基準に適合する事業者への委託）
　②地域包括支援センターの設置等
　　・包括的支援事業委託時の実施方針の提示
　　・地域ケア会議の設置・運営
　③保健福祉事業の実施
　④在宅医療・介護連携推進事業の実施

⑸事業所・施設に関する事務
　①�居宅介護支援事業所・地域密着型（介護予

防）サービス事業所・介護予防支援事業所
の指定と指導監督

　　・サービス事業所の公募による指定
　　・他市町村との事業所指定の事前協議
　　・市町村の独自介護報酬の設定
　②�事業所・施設への報告等の命令と立入り検

査
　③�都道府県による介護保険施設等の指定につ

いての意見の提出
　④�居宅サービス事業所（訪問介護，通所介護

等）指定時の都道府県との協議
⑹市町村介護保険事業計画の策定に関わる事務
⑺保険料の徴収に関わる事務
　①第 1号被保険者の保険料率の決定等
　②普通徴収
　③特別徴収（対象者の確認・通知等）
　④督促・滞納処分
　⑤保険料滞納被保険者に係る各種措置
⑻条例・規則等に関わる事務
　　・地域密着型サービスの指定基準の制定
⑼会計等に関わる事務
　①�特別会計の設置・予算・決算・収入・支出
　②�国庫定率負担・都道府県負担・調整交付金

の申請・収納等
　③支払基金の交付金申請・収納
　④�市町村一般会計からの定率（12.5％）負担
　⑤�財政安定化基金への拠出・交付・貸付申

請・借入金の返済
　⑥積立金（基金）の設置・管理
　⑦統計事務
⑽介護保険制度関連の他制度に関わる事務
　①国保保険者としての事務
　②生活保護の介護扶助・生活扶助（保険料）
⑾その他（広報等）
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⑴市町村支援に関する事務
　①保険者支援
　②介護認定審査会の共同設置等の支援
　③市町村介護保険事業計画作成に対する助言
　④介護保険審査会の設置・運営
⑵事業所・施設に関する事務
　①居宅サービス事業所・施設の指定基準
　②�事業所・施設の指定と指導監督等
　③指定更新の事務
　④�市町村が行う地域密着型特定施設入居者生

活介護の指定に際しての助言・勧告等
　⑤居宅サービス事業所指定時の市町村協議
　⑥�指定市町村事務受託法人の指定
　⑦指定都道府県事務受託法人の指定
⑶介護サービス情報の公表の事務
　①�調査と結果の公表（指定法人に委託可能）

　②公表に関する事業者に対する指導・監督
⑷介護支援専門員の登録等に関わる事務
　①介護支援専門員の登録の管理等
　②介護支援専門員証の交付に関する事務
　③登録更新の事務
　④�介護支援専門員の試験および研修の実施

（指定法人に委託が可能）
　⑤更新研修の実施（指定法人に委託が可能）
⑸財政支援に関わる事務
　①�費用の負担
　②�財政安定化基金，地域医療介護総合確保基

金の設置・運営
⑹ 介護保険事業支援計画の策定に係る事務
⑺その他の事務
　①�国民健康保険団体連合会の指導監督（役職

員に守秘義務が規定）

　都道府県は，広域的なサービス提供体制の
整備に取り組むとともに，必要な助言と適切
な援助により保険者を支援します。

　一方で国は，全体の底上げを行うととも
に，保険者の努力では解決し得ない部分につ
いての格差が生じないよう支援します。

主な都道府県事務

　市町村は，介護保険の事務のうち，①サービス
担当者・住宅改修実施者に行う文書等の提出の求
め・依頼や職員による質問・照会（法２3条），②
要介護認定調査（新規，更新等）（法２7条 ２ 項等）
について，指定市町村事務受託法人に委託できま
す。新規認定調査の原則市町村実施にともない，
平成18年 4 月から導入されたしくみです。
　指定市町村事務受託法人は，事務を適確に実施
するに足りる経理的・技術的基礎がある等の要件
を満たし，受託事務を適正に運営できると認めら
れる場合に，都道府県知事が受託事務を行う事務
所ごとに指定します（令１１条の ２，則3４条の ２）。
　指定の要件は，①照会等事務，②要介護認定調
査事務ごとに定められており，②についての受託
法人は，必要な介護支援専門員の配置が義務づけ
られています（認定調査事務は介護支援専門員等
が行います）。なお，居宅サービス事業者は原則
として受託法人の指定をうけられません。
　指定法人の役員・職員と介護支援専門員等には
守秘義務が課せられ，委託業務従事者は刑法等の
罰則の適用について公務員とみなされます。

■指定市町村事務受託法人（法２４条の ２）
　都道府県は，介護保険の事務のうち，①サービ
ス担当者や事業所等に行う報告やサービス提供記
録等の提示の命令，職員による質問（法２４条 １
項），②被保険者等に行う報告の命令，職員によ
る質問（法２４条 ２ 項）などについて，対象者の選
定や命令を除く部分を，指定都道府県事務受託法
人に委託できます。委託による事務負担の軽減
と，より効率的・効果的な指導監督の実施のため
に，平成24年 4 月から導入されたしくみです。

　指定都道府県事務受託法人は，事務を適確に実
施するに足りる経理的・技術的基礎がある等の要
件を満たし，受託事務を適正に運営できると認め
られる場合に，都道府県知事が受託事務を行う事
務所ごとに指定します（令１１条の 7，則3４条の１5）。
　指定法人の役員・職員には，守秘義務が課せら
れ，委託業務従事者は刑法等の罰則の適用につい
て公務員とみなされます。

■指定都道府県事務受託法人（法２４条の 3）

①指導方針の決定 都道府県
②実地指導対象事業所の選定 都道府県
③実地指導の実施 事務受託法人
④改善事項の文書による指導 都道府県
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●指定基準を条例に委任
　住民に身近な行政は，地方公共団体が自主
的かつ総合的に広く担えるようにする「地方
分権改革」が進められています。国はこれま
で11次にわたる地方分権一括法※等によっ
て，地方に対する規制緩和や，国から地方へ
の事務・権限の移譲等を行ってきました。

　その一環として，従来は国（厚生労働省
令）が一律に定めていた指定事業所や施設の
人員・設備・運営の基準等について，平成2４
年 ４ 月より，指定権者である地方公共団体が
条例で定めることとされました（19４頁参照）。
※�地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を
図るための関係法律の整備に関する法律

地方分権改革と介護保険制度

■地方分権改革（平成21年以降）の概要
閣議決定・改正法 主な改正事項（介護保険制度関係）

・�地方分権改革推進計画
　（平２１.１２.１5閣議決定）
・�第 １ 次地方分権一括法
　（平２3.5.２法律37）

①�事業者および施設の指定基準の条例委任
②�指定介護老人福祉施設等の入所定員に係る基準の条例委任
③�市町村介護保険事業計画等の記載事項の努力義務化等
④�大都市特例の創設
【平2４.４.1施行】

・�地域主権戦略大綱（平２２.6.２２
閣議決定）

・�介護サービスの基盤強化のた
めの介護保険法等の一部を改
正する法律（平２3.6.２２法律7２）
・�第 ２ 次地方分権一括法
　（平２3.8.30法律１07）

①�居宅サービスおよび施設サービスの指定や条例制定等を指定都市・中核
市に権限委譲（第 １ 次地方分権一括法により条例委任されていたが，権
限移譲にともなう条例委任先の追加）

②�居宅サービス等の指定要件である法人格の有無を条例委任
③�社会福祉施設（軽費老人ホーム等）の基準を都道府県（指定都市・中核
市を含む）の条例に委任

【平2４.４.1施行】
・�第 3 次地方分権一括法
　（平２5.6.１４法律４４）

○�居宅介護支援，介護予防支援，地域包括支援センターの基準を地方公共
団体の条例に委任（居宅介護支援は都道府県，介護予防支援および地域
包括支援センターは市町村）【平2６.４.1施行】

・�義務付け・枠付けの第 ４次見
直しについて（平２5.3.１２閣議
決定）
・�第 ４ 次地方分権一括法
　（平２6.6.４法律5１）

①�市町村の地域密着型サービス事業所等の指定事務等についての報告の徴
収，助言または勧告および介護サービス事業者に係る業務管理体制の整
備に関する事務・権限を，地方厚生局から都道府県に移譲

②�指定または許可をうけている介護サービス事業所または施設の所在地が
一の指定都市の区域内にある事業者に係る業務管理体制の整備に関する
事務・権限を，都道府県から指定都市に移譲

③�市町村が要介護認定の調査を委託する場合の公示義務を廃止
④�市町村長が地域密着型サービス事業所を指定する際の関係者の意見反映
の措置を努力義務化

⑤�看護師・社会福祉士・介護福祉士など各種資格者の養成施設等の指定・
監督等の国（地方厚生局）の事務・権限を都道府県に移譲

【平27.４.1施行】
・�平成２6年の地方からの提案等
に関する対応方針（平２7.１.30
閣議決定）

○�介護認定審査会の委員の任期について，従来は一律 ２年のところ， 3年
を上限として条例に委任【平28.４.1施行】

・�平成２8年の地方からの提案等
に関する対応方針（平２8.１２.２0
閣議決定）

①�介護支援専門員に対する指導権限を指定都市に移譲
②�要介護・要支援認定有効期間の上限を36か月に延長
【平30.４.1施行】

・�第 8 次地方分権一括法（平
30.6.２7法律66）

○介護支援専門員の登録消除要件の見直し【平30.６.27施行】

・�第 9 次地方分権一括法（令
元.6.7法律２6）

○�介護サービス事業者の業務管理体制の整備について，届出・立入検査等
に係る事務・権限を都道府県から中核市へ移譲【令3.４.1施行】
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　 複数市町村による広域的な取組み2
　介護保険の円滑な実施のためには，多岐にわたる市町村事務の効率的な処理，
安定的な財政基盤の構築，そして効率的なサービス提供体制の確立が必要です。
そこで，隣接する市町村が協力して広域的に取り組むケースが多くみられます。
　広域連合等で介護保険に関する事務を実施している場合でも，一部の事務を市
町村が直接実施することもあります。地域の実情に応じて規約で定めるところに
より，広域連合等と市町村とが分担して事務を実施しています。
●介護保険財政の共同化等
　地方自治法にもとづく広域連合や一部事務組合が保険者となり，保険財政を一
つにし，原則として保険料水準をそろえ，協力してサービス基盤の整備を進めま
す。これにより，①隣接市町村の間での保険料の不均衡の解消，②保険財政の安
定，③事務の効率化，④サービス基盤の広域的な整備が図られていきます。
　また，介護保険法の市町村相互財政安定化事業によっても，財政の広域化・規
模の拡大による安定的な財政運営が確保されます（502頁参照）。
●要介護認定の共同実施
　地方自治法にもとづく機関の共同設置（複数の市町村による介護認定審査会の
共同設置）や事務の委託（都道府県・他市町村への審査・判定業務の委託）に
よって，または上記の広域連合・一部事務組合を活用して，要介護認定の共同実
施が行われています。この共同実施（広域的対応）は，①認定審査会委員の確
保，②近隣市町村での公平な認定，③認定事務の効率化を目的としたものです。
　介護認定審査会の共同設置や委託の場合，共同で行われるのは審査・判定業務
です。したがって，認定調査や認定自体は各市町村が行います。これに対して，
広域連合・一部事務組合による認定審査会の設置の場合は，認定調査や認定自体
についても，広域連合等の事務とすることができます。

年 保険者数（市町村数）
平１２ ２,90１（3,２5２）
平１3 ２,878（3,２４9）
平１４ ２,869（3,２４１）
平１5 ２,759（3,２１3）
平１6 ２,697（3,１２3）
平１7 ２,１４0（２,４１8）

年 保険者数（市町村数）
平１8 １,679（１,8４3）
平１9 １,670（１,8２7）
平２0 １,657（１,8１１）
平２１ １,63１（１,800）
平２２ １,587（１,750）
平２3 １,58４（１,7４7）

・�第１0次地方分権一括法（令
２.6.１0法律４１）

○�生活保護法のみなし指定介護機関に係る指定の効力について，介護保険
法に基づく指定の効力の停止に連動して停止する見直し【令2.10.1施行】

・�第１１次地方分権一括法（令
3.5.２6法律４４）

○�小規模多機能型居宅介護の利用定員に関する基準について，「従うべき基
準」から「標準」に見直し【令3.8.2６施行】

・�全世代対応型の持続可能な社
会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正す
る法律（令5.5.１9法律3１）

・�令和 5年の地方からの提案等
に関する対応方針（令5.１２.２２
閣議決定）

①�指定介護予防支援事業者の指定の対象について，地域包括支援センター
の設置者に加え，指定居宅介護支援事業者にも拡大

②�地域包括支援センターにおける保健師，社会福祉士及び主任介護支援専
門員の配置について，地域の実情に応じ，一定の条件を満たす場合に，
柔軟な職員配置が可能

【令６.４.1施行】

※�集計は各年 ４月 １日時点（介護保
険事務調査）

年 保険者数（市町村数）
平２４・２5 １,580（１,7４２）
平２6〜２8 １,579（１,7４１）
平２9 １,578（１,7４１）

平30〜令 5 １,57１（１,7４１）
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■生活困窮者自立支援法の事業（概要） ★は実施の努力義務

■自立相談支援事業の流れ

福祉事
務所設
置自治
体

必須
事業

自立相談支援事業 就労その他の自立に関する相談支援，事業利用のためのプラン作成等
住居確保給付金 離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当（有期）を支給

任意
事業

就労準備支援事業★ 就労に必要な訓練を日常生活自立，社会生活自立段階から有期で実施
一時生活支援事業 住居のない生活困窮者に対する一定期間宿泊場所や衣食の提供等
家計改善支援事業★ 家計に関する相談，家計管理に関する指導，貸付のあっせん等
学習・生活支援事業 生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業，その他自立促進に必要な事業

都道府県
政令市
中核市

認定就労訓練事業
（いわゆる「中間
的就労」）

事業者が，生活困窮者に対し，就労の機会の提供を行うとともに，就労に
必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場
合，事業者の申請にもとづき一定基準に該当する事業であることを認定

　平成27年 ４ 月から実施（平２5.１２.１3法律１05号）
されている生活困窮者自立支援制度は，就
労，疾病，地域社会からの孤立などの状況に
応じ，自立相談支援事業等による支援を包括
的・早期的に提供するものです。一方，介護
保険では，生活支援の体制整備に向け，生活
支援コーディネーター（地域支え合い推進員）
の配置や協議体の設置等が行われています。
●連携の基本的な考え方
　生活困窮者自立支援制度では，要介護・要
支援に該当しない人の支援が可能となる場合
があります。また，アウトリーチを含めた対
象者の早期発見に取り組んでおり，地域包括
支援センター等と連携し，これまで介護保険
の利用に至らなかった支援を要する高齢者を
高齢者施策につなぐことが可能となります。
　さらに，①高齢者が就労支援や家計相談支
援等の高齢者向けの支援施策にはない事業を
利用するための調整や，②高齢者の居宅で引
きこもっている稼働年齢層への支援など，両
施策が機能することで，世帯全体への包括的

な支援が可能となります。
●自立相談支援事業等の利用勧奨
　福祉事務所設置自治体の福祉，就労，教
育，税務，住宅その他の関係部局において，
生活困窮者を把握したときは，本人に自立相
談支援事業等の利用勧奨を行うよう努めます
（介護保険最新情報Vol.68４）。
●地域包括支援センター等との連携
　生活困窮者自立支援制度の取組を通じて，
相互に支え合う地域づくりを進めることは，
地域包括ケアシステム構築にも資するもの
で，高齢者が地域で安心して生活できること
につながります。このためには，自立相談支
援機関と地域包括支援センターなどの関係機
関との連携体制の構築も重要です。
　さらに，①支援調整会議等と協議体の連
携，②自立相談支援事業の相談支援員等と生
活支援コーディネーターの連携により，地域
における生活困窮者や高齢者等をとりまく問
題，課題等を明確にしつつ，効果的・効率的
に事業を行うことが可能となります。

生活困窮者自立支援制度と高齢者向け施策の連携

自立生活のためのプランの作成
支援調整会議
による調整

生活困窮者自立支援
法に基づく支援 法以外の支援 民生委員による見守りなど

インフォーマルな支援

法定事業等に係る
自治体の支援決定

○再アセスメント
による 評価

○プランの見直し

総合的な
アセスメント
本人の主体性と
多様性を重視

自立相談支援事業

各分野の支援事業・支援機関

生
活
困
窮
者

相
談
窓
口

生
活
困
窮
状
態
か
ら
の
脱
却

包括的・継続的な支援
早期把握

フォローアップ包括的に対応
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　介護分野の人的制約が強まる中，介護現場
の業務効率化が急務であり，その一環として
文書に係る負担軽減が求められています。専
門委員会において指定申請，報酬請求および
指導監査等を分野別に検討した結果，①個々
の申請様式・添付書類や手続きに関する「簡
素化」，②地域による独自ルールの解消によ
る「標準化」，③共通してさらなる効率化に
つながる可能性のある「ICT等の活用」の 3
つの観点で横断的取組みを進めていくことと
しました。
　令和 ４年11月の専門委員会取りまとめをう
け，次のような動きが進んでいます。
⑴国が定める標準様式
　令和 5年 3月に，国が示している標準様式
の使用を基本原則とする旨の，介護保険法施
行規則と告示の改正が行われました。

⑵電子申請・届出システムの構築
　同じく令和 5年 3月に，申請や届出にあた
りシステムを使用することが基本原則化さ
れ，令和 7年度までに全ての自治体で利用を
開始することとされました。
　早期に利用を開始した自治体の好事例を国
が収集し，横展開を行いながら，機能につい
ても検討を進めることとしています。
⑶地域による独自ルール
　各自治体の文書負担軽減に係る取組状況に
ついては，保険者機能強化推進交付金・介護
保険保険者努力支援交付金において，評価が
行われました。また，厚生労働省が設けた専
用の窓口に提出された事業者からの要望につ
いては，令和 5 年 3 月に�厚生労働省ホーム
ページに掲載されました。

自治体や介護現場における文書負担の軽減とICT化

■電子申請・届出システム

※令和 6年 7月２9日『地方公共団体向け「電子申請・届出システム」利用準備セミナー』より　　

，

※令和７年度までに，全ての指定権者（約1,800団体）において利用開始・システム利用の原則化

行政ネットワーク
回線

インターネット
回線



3. サービス提供体制の整備

32

3. サービス提供体制の整備

　 介護保険事業計画（法・第 ７章）1
　国（厚生労働大臣）は，「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に
関する法律（医療介護総合確保法）」（平元.6.30法律64）にもとづき，関係者の意見
を反映した上で，「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的
な方針（総合確保方針）」（平26.9.12告354）を定めます。国はまた，総合確保方針に
即して，「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な
指針（基本指針）」（令6.1.19告18）を定めます。
　基本指針の目的は，「中長期的な目標を示した上で，第 ９ 期（令和 ６ 年度から
令和 ８ 年度まで）の市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画
の策定のための基本的事項を定めるとともに，地域の実情に応じた介護給付等対
象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施が計画的に図られるよ
うにする」こととされています。
●市町村・都道府県は介護保険事業（支援）計画を策定
　基本指針に即して，市町村は介護保険事業計画を，都道府県は介護保険事業支
援計画を策定します。介護保険事業計画は，達成しようとする目的および地域の
実情に応じた地域包括ケアシステムの特徴を明確にしたものとすることが重要と
されています。また，介護保険支援事業計画は，広域的な調整を行う都道府県の
役割をふまえ，達成しようとする目的および市町村への支援内容を明確にした計
画とすることが重要とされています。
　介護保険事業（支援）計画は，保険料の財政均衡期間との整合性から， ３ 年を
一期（平成1８年度までは ５ 年を一期）として策定され， ３ 年ごとに見直されます。

◉ 国は医療介護総合確保法にもとづき総合確保方針を定めます。
◉ 国は介護保険法にもとづき，総合確保方針に即して，保険給付の円滑な実施のための基本

指針を定めます。市町村・都道府県は基本指針に即して介護保険事業（支援）計画を定め
ます。

■第 ９ 期介護保険事業（支援）計画に関する基本指針の策定について
第９期計画において記載を充実する事項

１．介護サービス基盤の計画的な整備
２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組
３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保および介護現場の生産性向上の推進
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基本指針（国） 市町村介護保険事業計画 都道府県介護保険事業支援計画
⑴介護給付等対象サービスを提供
する体制の確保及び地域支援事業
の実施に関する基本的事項（法
116条 2 項一号）
①�地域包括ケアシステムの基本的
理念と地域共生社会の実現
②�中長期的な目標
③�医療計画との整合性の確保
④�地域づくりと地域ケア会議・生
活支援体制整備の推進
⑤�人材の確保・介護現場の生産性
の向上の推進等
⑥�介護に取り組む家族等への支援
の充実
⑦�認知症施策の推進
⑧高齢者虐待防止対策の推進
⑨�介護現場の安全性の確保とリス
クマネジメントの推進
⑩�介護サービス情報の公表
⑪�サービス事業者経営情報の調
査・分析等
⑫�効果的・効率的な介護給付推進
⑬�都道府県による市町村支援，都
道府県・市町村相互間の連携
⑭�ＰＤＣＡサイクルの推進
⑮�保険者機能強化推進交付金等の
活用
⑯�災害・感染症対策に係る体制整
備

⑵市町村介護保険事業計画におい
て介護給付等対象サービスの種類
ごとの量の見込みを定めるに当
たって参酌すべき標準その他の市
町村介護保険事業計画・都道府県
介護保険事業支援計画の作成に関
する事項（法116条 2 項二号）
①�市町村介護保険事業計画の作成
に関する基本的事項
②同・基本的記載事項
③同・任意記載事項
④�都道府県介護保険事業支援計画
の作成に関する基本的事項
⑤同・基本的記載事項
⑥同・任意記載事項
⑶その他介護保険事業に係る保険
給付の円滑な実施を確保するため
に必要な事項（法116条 2 項三号）
◎指針の見直し

⑴計画で定める事項（法11７条 2 項）
①�市町村が，その住民が日常生活を営んでい
る地域として，地理的条件・人口・交通事
情等の社会的条件，介護給付等対象サー
ビスを提供するための施設の整備の状況
等の条件を総合的に勘案して定める区域ご
との，その区域における各年度の認知症対
応型共同生活介護，地域密着型特定施設
入居者生活介護，地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護に係る必要利用定
員総数その他の介護給付等対象サービス
の種類ごとの量の見込み
②�各年度における地域支援事業の量の見込
み
③�自立生活支援，介護予防・悪化防止，給
付費の適正化に関し，市町村が取り組む
べき施策に関する事項
④�上記③の目標に関する事項

⑴計画で定める事項（法118条 2
項）
①�都道府県が定める区域ごとに，
その区域における各年度の介護
専用型特定施設入居者生活介
護，地域密着型特定施設入居者
生活介護，地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護に係る
必要利用定員総数，介護保険施
設の種類ごとの必要入所定員総
数その他の介護給付等対象サー
ビスの量の見込み
②�自立生活支援，介護予防・悪化
防止，給付費の適正化に関し，
都道府県が取り組むべき施策に
関する事項
③�上記②の目標に関する事項

⑵計画で定めるよう努める事項（法11７条 3
項）
①�上記⑴①のサービスの必要利用定員総数
その他の介護給付等対象サービスの種類
ごとの見込量の確保のための方策
②�各年度の地域支援事業の費用と見込量の
確保のための方策
③�介護給付等対象サービスの種類ごとの
量・費用の額，地域支援事業の量・費用
の額，保険料の水準に関する中長期的な
推計
④�介護支援専門員その他のサービス・事業
従事者の確保・資質向上に資する都道府
県と連携した取組事項
⑤�サービス提供や事業の実施のための事業
所・施設における業務の効率化，サービス
の質の向上その他の生産性の向上に資す
る都道府県と連携した取組事項
⑥�居宅サービス事業者・居宅介護支援事業
者間の連携確保に関する事業など，介護
給付の円滑な提供を図るための事業
⑦�介護予防サービス事業者・介護予防支援
事業者間の連携確保に関する事業など，
予防給付の円滑な提供及び地域支援事業
の円滑な実施を図るための事業
⑧�認知症に関する施策の総合的な推進に関
する事項
⑨�特定施設入居者生活介護等の指定を受け
ていない有料老人ホーム及びサ高住の入
居定員総数
⑩�地域支援事業・高齢者保健事業・国民健
康保険保健事業等の一体的な実施，医療
との連携，高齢者居住施策との連携，そ
の他の被保険者の地域における自立した日
常生活の支援のため必要な事項

⑵計画で定めるよう努める事項
（法118条 3 項）
①�介護保険施設その他の介護給付
等対象サービスを提供するため
の施設における生活環境の改善
を図るための事業
②�介護サービス情報の公表
③�介護支援専門員その他のサービ
ス・事業従事者の確保・資質向
上に資する事業に関する事項
④�サービス提供や事業の実施のた
めの事業所・施設における業務
の効率化，サービスの質の向上
その他の生産性の向上に資する
事業に関する事項
⑤�介護保険施設相互間の連携の確
保に関する事業その他の介護給
付等対象サービスの円滑な提供
を図るための事業
⑥�介護予防・日常生活支援総合事
業等に関する市町村相互間の連
絡調整を行う事業に関する事項
⑦�特定施設入居者生活介護等の指
定を受けていない有料老人ホー
ム及びサ高住の入居定員総数
※�都道府県が定める区域ごとに，
各年度の混合型特定施設入居者
生活介護の必要利用定員総数を
定めることができる（法118条
4 項）

国の基本指針と市町村・都道府県の計画（第 ９ 期）
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第 ９ 期介護保険事業（支援）計画の主な内容
（令6.1.19告示18）

介護保険事業計画（市町村） 介護保険事業支援計画（都道府県）
◎基本理念，達成しようとする目的および地域の実情に応じた特色の明確化，施策の達成状況の評価等
◎要介護者等の実態の把握等 ◎要介護者等の実態の把握等　◎市町村支援
◎介護保険事業（支援）計画作成のための体制の整備
◎中長期的な推計および第 9期の目標
◎目標の達成状況の点検・調査・評価・公表
◎日常生活圏域の設定 ◎老人福祉圏域の設定
◎�他の計画との関係（老人福祉計画，医療介護総合確保法に基づく市町村（都道府県）計画，地域福祉（支
援）計画，障害福祉計画，認知症施策推進大綱を踏まえた取組等）
●日常生活圏域 ●老人福祉圏域
●各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
・�市町村全域および日常生活圏域ごとの必要利用定
員総数の設定（認知症グループホーム／地域密着
型特定施設／地域密着型介護老人福祉施設）など

・�都道府県全域および老人福祉圏域ごとの必要利用
（入所）定員総数の設定（介護保険施設／介護専
用型特定施設／地域密着型介護老人福祉施設等）

●各年度における地域支援事業の量の見込み ●老人福祉圏域を単位とする広域的調整
●市町村介護保険事業計画との整合性の確保

●自立生活支援，介護予防・悪化防止，給付費の適正化への取組み（支援）と目標設定
○�地域包括ケアシステムの深化・推進のための重点的
取組事項
　�①在宅医療・介護連携推進／②高齢者の保健事業と
介護予防の一体的実施／③生活支援・介護予防サー
ビスの基盤整備推進／④地域ケア会議の推進／⑤高
齢者の居住安定施策との連携

○�地域包括ケアシステムの深化・推進のための支援に
関する事項
　�①在宅医療・介護連携推進／②高齢者の保健事業と
介護予防の一体的実施／③生活支援・介護予防サー
ビスの基盤整備推進／④地域ケア会議の推進／⑤介
護予防推進／⑥高齢者の居住安定施策との連携

○�各年度における介護給付等対象サービスの種類ご
との見込量の確保のための方策

○�介護給付等対象サービスを提供するための施設に
おける生活環境の改善を図るための事業に関する
事項○�各年度における地域支援事業に要する費用の額お

よびその見込量の確保のための方策
○地域包括ケアシステムを支える人材の確保および介護現場の生産性の向上の推進等
○介護給付等対象サービスおよび地域支援事業の円滑な提供を図るための事業（等）に関する事項
○認知症施策の推進
○�特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅の入居
定員総数
○�地域包括支援センターおよび生活支援・介護予防
サービスの情報公表に関する事項

○介護サービス情報の公表に関する事項

○市町村独自事業に関する事項 ○介護サービス事業者経営情報の調査および分析等
○災害に対する備えの検討
○感染症に対する備えの検討
※◎は計画作成に関する基本的事項，●は計画の必須記載事項（基本的記載事項），○は計画の任意記載事項
※「各年度」とは，令和 6年度，令和 ７年度および令和 8年度をいう
※�介護保険事業支援計画の必須記載事項において，介護専用型以外の特定施設（混合型特定施設）についても必要利用定員総数の
設定は可

※�市町村は，介護保険事業計画を策定・変更する際，あらかじめ都道府県の意見を聴くことが必要だが，平成24年 4 月からは，任
意記載事項については不要となっている（法11７条12項）
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■第 ９ 期介護保険事業計画の作成プロセスと支援ツールイメージ

■保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組みの推進（平成30年度から）

データに

※財政的インセンティブ付与については474頁参照

基づく
地域課題
の分析

取組み内容・
目標の計画へ
の記載

保険者機能の発揮・向上（取組み内容）
・リハビリ職等と連携して効果的な
介護予防を実施
・保険者が，多職種が参加する地域ケア
会議を活用しケアマネジメントを支援

等

適切な指標に
よる実績評価

・要介護状態
の維持・改善
度合い
・地域ケア会
議の開催状況

等

インセンティブ

・結果の公表
・財政的インセン
ティブ※付与

都道府県が研修等を通じて市町村を支援国による
分析支援

※令和 5年 ７月31日　全国介護保険担当課長会議資料　　

８期計画の実績把握と分析、評価

地域ケア会議を活用した地域課題の
把握、社会資源の活用

地域医療構想の実現（病床の機能の分化及び連
携）に伴い生じる介護ニーズ対応

介護サービスの
給付状況の把握

事業者参入意向調査

介護保険事業計画策定

将来推計人口
認定率の伸び
利用率の伸び

介護サービス提供能力調査
介護サービス利用意向調査

自然体推計

計画策定のための調査手法

市町村計画作成委員会において検討

サービス提供体制を検討するための
各種実態調査の実施

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

どのような保険料水
準でどのようなサー
ビス水準を目指すの
かの判断と合意形
成、認識の共有

将来推計（素案）

地域ケア会議

自然体推計の算出

他地域や全国の給付状況、
サービスのバランス等との比較

現状分析
機能

将来推計
機能

映

反

策

施

地域支援事業等の利用実績
都道府県や市町村の医療・介護担当者等の

関係者による協議の場

在宅介護実態調査

集計・分析
ツール

特養入所待機者の解消に向けた対応

「見える化」
システム

調査結果等
の施策反映
例の提示

計画の手引き

《作成プロセス》 《支援ツール》

反映

反映

反映反映

反映

反映

反映 特別養護老人ホーム入所申込者の状況

在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介
護人材実態調査、要介護認定データ分析

基
礎
調
査
・
地
域
ケ
ア
会
議
・

地
域
間
比
較

関
係
者
と
の
議
論
を

踏
ま
え
た
計
画
の
策
定
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　地域包括ケアシステムとは，「地域の実情
に応じて，高齢者が，可能な限り，住み慣れ
た地域でその有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう，医療，介護，
介護予防，住まい及び自立した日常生活の支
援が包括的に確保される体制」をいいます
（医療介護総合確保法 2 条 1 項）。今後，単身高齢
者や高齢者夫婦のみ世帯，認知症高齢者の増
加が予想される中，高齢者が地域で暮らし続
けられるよう，市町村が中心となって，介護
だけではなく，医療や予防，生活支援，住ま

いが包括的に提供される地域包括ケアシステ
ムの構築が重要課題となっています。
　地域包括ケアシステムの構築においては，
市町村は，介護保険事業計画等で目指すべき
方向性を明確にし，地域単位で具体的な基本
方針を定め，その基本方針を介護サービス事
業者・医療機関・民間企業・ＮＰＯ・地縁組
織・住民等のあらゆる関係者に働きかけて共
有することによって，地域内に分散している
フォーマル・インフォーマル資源を統合して
いくことが重要であるとされています。

地域包括ケアシステムの構築

○団塊の世代が75歳以上となる2025年をめどに，重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮ら
しを人生の最後まで続けることができるよう，医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体
制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。
○今後，認知症高齢者の増加が見込まれることから，認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも，地域包括
ケアシステムの構築が重要。
○人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部，75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部
等，高齢化の進展状況には大きな地域差。
○地域包括ケアシステムは，保険者である市町村や都道府県が，地域の自主性や主体性にもとづき，地域の特性
に応じて作り上げていくことが必要。

※地域包括ケアシステムは，
おおむね30分以内に必要
なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中
学校区）を単位として想定

住まい

通院・入院

通所・入所

病気になったら…　医療

いつまでも元気に暮らすために…
生活支援・介護予防

介護が必要になったら…　介護

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO　等

■在宅系サービス
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護
・小規模多機能型居宅介

護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サ

ービス
・複合型サービス（小規

模多機能型居宅介護＋

訪問看護） 等

■介護予防サービス

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介

護 等

■病院
急性期，回復期，慢性期

■日常の医療
・かかりつけ医，有床診

療所
・地域の連携病院
・歯科医療，薬局

・自宅
・サービス付

き高齢者向
け住宅等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

相談業務やサ
ービスのコー
ディネートを
行います。

■地域包括ケアシステムの姿
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〈参考〉第 ９ 期介護保険事業計画におけるサービス量等の見込み

ました。その後転換期限の再々延長は行われず，
令和 ６ 年 ３ 月３1日限りで介護療養病床は廃止され
ました。

●介護療養病床を廃止，転換を促す
　平成18年，療養病床全体の再編成のなかで，介
護療養病床（介護療養型医療施設）を，平成24年
度末に廃止することが決められました。しかし介
護療養病床の介護施設等への転換は進まず，平成
22年 4 月時点で，約 8 万 7 千床の介護療養病床が
存在していました。
●転換期限を延長（新規は不可）
　この状況をふまえ，平成2３年の介護保険法等の
一部改正法では，政策方針は維持しつつ，平成24
年度末時点で存在する介護療養病床について，転
換期限を平成３0年 ３ 月３1日までの ６ 年間延長する
措置が講じられました（平成24年 4 月以降，新設
不可）。
●介護医療院を創設し，期限をさらに延長
　廃止方針について検討を重ねた結果，介護療養
病床の機能を引き継ぎ，「生活施設」の機能も兼
ね備えた介護医療院が創設されました（平成３0年
4 月から）。また「健康保険法等の一部を改正す
る法律」（平18法律83）をさらに改正し（平29法律
52），転換期限を ６ 年間延長する措置が講じられ

■介護療養病床（介護療養型医療施設）の廃止（2024年 3 月限り）
◆療養病床数の推移

医療療養病床 介護療養病床
平成18年 4 月 263,７42 120,７00
平成22年 4 月 262,665 8７,142
平成23年 4 月 264,826 81,0７0
平成24年 4 月 266,693 ７6,693
平成25年 4 月 2７0,038 ７1,328
平成26年 4 月 2７2,485 6７,318
平成2７年 4 月 2７７,626 62,603
平成28年 4 月 280,1７1 58,686
平成29年 4 月 282,961 53,596
平成30年 4 月 285,148 4７,156
平成31年 4 月 282,909 36,5７4
令和 2年 4月 282,931 19,955
令和 3年 4月 2７9,062 15,9７1
令和 4年 4月 2７6,488 9,７24
令和 5年 4月 2７5,06７ 6,235

サービス種類 2023年度（実績値） 2026年度（推計値） 2040年度（推計値）
在宅介護 381 40７ （ ７ ％増） 465 （22％増）
ホームヘルプ 121 131 （ 8 ％増） 151 （25％増）
デイサービス 222 238 （ ７ ％増） 2７3 （23％増）
ショートステイ 35 3７ （ 4 ％増） 42 （20％増）
訪問看護 ７4 81 （ 9 ％増） 94 （2７％増）
小規模多機能 11 13 （13％増） 14 （28％増）
定期巡回・随時対応型 3.9 4.9 （24％増） 5.７ （46％増）
看護小規模多機能型居宅介護 2.1 3.1 （49％増） 3.6 （７6％増）

居住系サービス 49 54 （11％増） 63 （28％増）
特定施設入居者生活介護 28 31 （12％増） 36 （30％増）
認知症高齢者グループホーム 21 23 （ 9 ％増） 2７ （25％増）

介護施設 103 108 （ 5 ％増） 126 （22％増）
特養 64 6７ （ 5 ％増） ７9 （23％増）
老健 34 35 （ 2 ％増） 41 （18％増）
介護医療院 4.5 5.9 （30％増） 6.７ （48％増）
介護療養型医療施設 0.4 － －

介護保険料（保険料基準額） 6,225円 － －

（単位： 1月当たり・万人）

出典：厚生労働省「第９期計画期間における介護保険の第１号保険料について」（令６.５.14）より作成
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　老人福祉法に規定される老人福祉計画は，老人の心身の健康保持と生活の安定
のために必要な措置が講じられるように，介護給付等対象サービス・介護予防事
業の提供のほか，地域住民等の自主的活動等としての介護予防，認知症等予防の
ためのサービス，独り暮らし老人への生活支援サービス等も含め，老人への福祉
サービス全般にわたる供給体制の確保に関する計画として作成されます。このた
め，介護保険事業計画は，老人福祉計画と一体のものとして作成されます。
　また，都道府県計画・市町村計画（医療介護総合確保法 4条・ 5条）との整合性の確
保を図るほか，医療計画（医療法30条の 4），市町村地域福祉・都道府県地域福祉支
援計画（社会福祉法10７条・108条），さらに都道府県医療費適正化計画（高齢者医療確保法
9 条 1 項），市町村・都道府県健康増進計画（健康増進法 8 条 1 項・ 2 項），都道府県計
画（住生活基本法1７条），都道府県・市町村高齢者居住安定確保計画（高齢者住まい法 4
条 1 項， 4 条の 2・ 1 項）等の計画で，要介護者等の保健・医療・福祉または居住に
関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすることが必要です。

　介護保険事業（支援）計画の作成，実施と評価に資するため，保険者による地
域の実態把握・課題分析の基盤整備が必要です。そこで市町村は国に対し，①介
護給付費や②要介護認定等に関するデータ（介護保険等関連情報）を提出しま
す。また，国は市町村から提供されるデータを集計・分析し，各都道府県・市町
村の地域分析に資するデータを提供します。
●データ利活用の推進
　令和 ２ 年改正法（令2.6.12法52）により，介護分野におけるデータ利活用をさらに
推進するため，国が収集できる介護保険等関連情報の範囲が拡充されました。こ
れにより従来の①介護レセプト等情報・②要介護認定情報（介護保険総合データ
ベース；介護DB）に加え，令和 ３ 年 ４ 月からは，③LIFE（科学的介護情報シス
テム；Long-term care Information system For Evidence ／従前のVISIT＝通
所・訪問リハビリテーションの質の評価データおよびCHASE＝高齢者の状態・
ケアの内容等のデータとを統合し一体的に運用），④地域支援事業の利用者に関
する基本チェックリストにかかる情報が収集され，科学的介護の推進が図られて
います。このように，国は都道府県・市町村からだけでなく，介護サービス事業
者や特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者からも介護保険等関連情報の
提供をうけるようになっています。

▶保健・医療・福祉に関する他の計画との関係（法11７条，118条）

▶市町村はデータ提出の義務，国は集計・分析（法118条の 2）

介護保険等関連情報（令和 3年 4月以降）
①介護給付等に要する費用の額に関する地域別・年齢別・認定別の状況等 介護

DB②被保険者の認定における調査に関する状況等
③介護サービスを利用する要介護者等の心身の状況等・提供されるサービスの内容等 LIFE
④地域支援事業の実施状況等
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第 ９ 期介護保険事業計画に併せた老人福祉計画の見直し（令 6 老発011９-2）

　市町村老人福祉計画および都道府県老人福祉計画
は，介護保険事業（支援）計画と一体のものとして
作成されるため，介護保険法に規定されている事項
については，基本指針を参考として策定。

　高齢者が，可能な限り，住み慣れた地域でその有
する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ
るよう，医療，介護，介護予防，住まいおよび自立
した日常生活の支援が包括的に確保される体制（以
下「地域包括ケアシステム」）の構築に努めること
が重要。地域包括ケアシステムは，地域共生社会の
実現に向けた中核的な基盤となり得るものであると
ともに，すべての人が地域，暮らし，生きがいを共
に創り，高め合う地域共生社会の実現が地域包括ケ
アシステムの目指す方向である。

⑴共通事項
　住まいの確保は老齢期を含む生活の維持の観点
や，地域共生社会の実現の観点から重要であり，特
に居宅での生活が困難な低所得の老人等に対する受
け皿として，措置施設である養護老人ホームや，無
料または低額な料金で老人を入所させる軽費老人
ホームが，居住および生活の支援の機能を果たすこ
とが求められる。さらに今後，養護老人ホームおよ
び軽費老人ホームは専門的支援機能を強化し，入所
者はもとより地域で暮らす老人等も対象として社会
生活上の課題解決を支援するとともに，関係者との
強力な連携のもとで地域福祉を推進していくことが
期待されることから，自治体の実情に応じて各施設
サービス量の見込みを定める。
　その際市町村は，当該市町村の区域における身
体・精神上の障害があるために日常生活を営むのに
支障がある老人の人数，その障害の状況，その養護
の実態その他の事情を勘案してサービス量を見込む
よう留意する。
　運営費については一般財源化されており，適時適
切な財政支援を行う。
⑵養護老人ホーム
　高齢化の進展に伴い，生活困窮や，社会的孤立の
問題等が顕在化しており，今後，介護ニーズ以外の
面で生活の問題を抱える老人が増加することが見込
まれる中で，養護老人ホームの果たすべき役割は重
要性を増していることから，必要な定員を確保する
必要がある。なお，居住に課題を抱える高齢者等の
契約を，一定の要件の下で認める取扱いが行われて
いる。
⑶軽費老人ホーム
　既存のＡ型・Ｂ型（経過的軽費老人ホーム）につ
いては建て替えの機会などに円滑にケアハウスに移
行する。
　養護老人ホームの入所者が地域に戻って生活する

受け皿を確保する上で小規模なケアハウスが整備さ
れることも必要。さらに，日常生活や介護に不安を
抱く低所得の高齢単身世帯等が可能な限り住み慣れ
た地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を
営むためには住宅と生活支援サービス等が組み合わ
された形での支援が必要となっており，地域ニーズ
にあった柔軟な支援機能の確保の観点からも軽費老
人ホームの担う役割が重要となってくることから，
必要な定員を確保する必要がある。

　養護老人ホーム，軽費老人ホーム，老人福祉セン
ターおよび在宅介護支援センターについて，下記の
参酌すべき標準（老人福祉法20条の 8 第 5 項）を参考
に事業量の目標を盛り込む。
⑴�養護老人ホーム：各地域において環境上の理由
（入所措置基準によるもの）および経済的理由に
より居宅において養護を受けることが困難な者を
把握し，適当な量を見込む。

⑵�軽費老人ホーム・生活支援ハウス（高齢者生活福
祉センター）：軽費老人ホームの設置数について
は，Ａ型・Ｂ型からの移行，養護老人ホームや特
別養護老人ホーム，介護老人保健施設からの退所
者数を把握するとともに，必要な利用者数を踏ま
え，適当な量を見込む。生活支援ハウス（高齢者
生活福祉センター）については，生活支援の必要
な者を把握し，適当な量を見込む。

⑶�老人福祉センター：現状程度の設置数とすること
を標準とする。

⑷�在宅介護支援センター：地域包括支援センターの
設置状況等も踏まえ，地域包括支援センターのブ
ランチやサブセンターとしての積極的な活用を図
ることを前提として必要な量を見込む。

　計画期間は第 9期介護保険事業計画と同一とし，
令和 6年度からの 3年間の計画とすることが適当。
地域福祉計画と調和が保たれたものとする。

　広域連合または一部事務組合を構成する市町村
が，市町村ごとに老人福祉計画を作成する場合，老
人福祉計画における介護保険事業に位置づけのある
事項については，その所属する広域連合等が作成す
る介護保険事業計画との一体性が保たれたものとす
る必要がある。

⑴�老人福祉計画を作成したときは，市町村は都道府
県知事に，都道府県は厚生労働大臣に，遅滞なく
提出する。公表については介護保険事業（支援）
計画と同様に取り扱う。

⑵�老人福祉計画は，その実施状況を毎年点検し，評
価する。また介護保険事業計画の見直しと併せ，
3年ごとに老人福祉計画の見直しを行う。

1 　基本指針との関係

2  　地域包括ケアシステムの推進と地域共生
社会の実現に向けた基盤の整備

3  　地域共生社会に向けた養護老人ホームお
よび軽費老人ホームの整備・運営

4  　介護保険事業の対象外のサービスに係る
事業

５ 　計画期間等

6  　広域連合または一部事務組合の構成市町
村が老人福祉計画を作成する際の留意事項

７ 　留意事項
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法令編
介護保険・法令総覧

■全体の構成
⑴介護保険関係の法律・政令・省令・告示を ２段
表としてまとめた。
　①�左段には介護保険法（全文）および介護保険

法施行法（第 １章）を掲載した。
　②�右段には左段の法律条文に関連する政令（介

護保険法施行令等）・厚生労働省令（介護保
険法施行規則等）・厚生労働大臣告示を配置
した。

　③本文中〔　〕は編集部による注記である。
⑵原則として令和 ６年１0月 １ 日現在で作成し，改
正後の条文を掲載した。
⑶令和 ３年１１月から令和 ６年 ３月までの改正に該
当する箇所には二重下線を付し，令和 ６年 ４月
改正に該当する箇所には下線を付した。また，
４月改正後の改正に該当する箇所には原則破線
を付したうえで施行日を記した（令和 ６年 ８月
１日までの施行分については施行日表記を省
略）。ただし，その他の一部改正部分などや以
下の部分については，下線は付していない。
　①改正法および改正政省令附則
　②介護保険法施行規則の別表・様式

■右段に掲載した政省令・告示
⑴介護保険法施行令は〔令〕，介護保険の国庫負
担金の算定等に関する政令は〔算定政令〕，介
護保険法施行規則は〔則〕，介護保険の医療保
険者の納付金の算定等に関する省令は〔算定省
令〕と略記し，原則として，それぞれの前文に
もとづき条文単位で法律の右段に配置した。
⑵その他の省令・告示は，編集部の判断により，
関連する法律等の条文の右段に配置した。
⑶政省令・告示の掲載は，とくに必要な場合を除
き原則として １箇所とし，準用の規定がある場
合等は，もとになる（参照すべき）法律の条文
を〔法第○条関係〕と示した。
⑷政省令等の定めによる政省令・告示は，原則と
して当該政省令等の次に掲載した。
※一部の政省令・告示等は，１0４３頁以降に内容別
にまとめ「別掲」として掲載した（目次参照）。
※「別掲」のうち，新規掲載又は全部改正が行わ
れたものについては項目名の前に「　」のマー
クを付した。
※指定基準・介護報酬および一部の経過措置関連
の省令・告示は掲載していない。

新
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第115条の34）／824
　第10節　�介護サービス情報の公表（第115条の

35−第115条の44）／827
　第11節　�介護サービス事業者経営情報の調査及

び分析等（第115条の44の ２ ）／842
第 ６ 章　�地域支援事業等（第115条の45−第115条

の49）／844
第 7 章　�介護保険事業計画（第116条−第1２0条の

２）／870
第 8 章　費用等／892
　第 1節　費用の負担（第1２1条−第146条）／892
　第 2節　�財政安定化基金等（第147条−第149

条）／928
　第 ３節　�医療保険者の納付金（第150条−第159

条）／941
第 9 章　�社会保険診療報酬支払基金の介護保険関

係業務（第160条−第175条）／95６
第10章　�国民健康保険団体連合会の介護保険事業

関係業務（第176条−第178条）／9６4
第11章　�介護給付費等審査委員会（第179条−第

18２条）／9６６
第12章　審査請求（第183条−第196条）／9６9
第1３章　雑則（第197条−第２04条）／972
第14章　罰則（第２05条−第２15条）／98３
附則／987
※一部改正：平成 9年＝5.9法48／6.２4法103／1２.17
法1２5，平成10年＝6.17法109，平成11年＝7.16法
87／8.18法133／1２.２２法160，平成1２年＝6.7法111
／1２.6法140／1２.6法141，平成13年＝7.4法101／
1２.1２法153，平成14年＝２.8法 1／8.２法10２／1２.13
法168，平成16年＝3.31法２1／6.２3法13２／1２.3法
154，平成17年＝5.２5法50／6.２9法77／7.15法83／
7.２6法87／10.２1法10２／11.7法1２3，平成18年＝
3.31法２0／6.２1法83／6.２1法84，平成19年＝4.２3
法30／7.6法109／7.6法110，平成２0年＝5.２8法
4２，平成２1年＝7.15法77，平成２3年＝5.２法37／
6.２２法7２，平成２4年＝8.２２法6２／8.２２法63，平成
２5年＝6.14法44，平成２6年＝6.4法51／6.13法69／
6.２5法83，平成２7年＝5.２9法31，平成２8年＝5.２0
法47，平成２9年＝6.２法45／6.２法5２，平成30年＝
6.２7法66，令和元年＝5.２２法 9／6.7法２6／6.14
法37，令和 ２ 年＝3.31法 8／3.31法14／6.5法40
／6.1２法5２，令和 3 年＝5.２6法44／5.２8法49／
6.11法66，令和 4年＝6.17法68，令和 5年＝5.8法
19／5.19法31 ※一部改正：平成 9年＝5.9法48／6.２4法103／1２.17

法1２5，平成10年＝6.17法109，平成11年＝7.16法
87／8.18法133／1２.２２法160，平成1２年＝6.7法111
／1２.6法140／1２.6法141，平成13年＝7.4法101／
1２.1２法153，平成14年＝２.8法 1／8.２法10２／1２.13
法168，平成16年＝3.31法２1／6.２3法13２／1２.3法
154，平成17年＝5.２5法50／6.２9法77／7.15法83／
7.２6法87／10.２1法10２／11.7法1２3，平成18年＝
3.31法２0／6.２1法83／6.２1法84，平成19年＝4.２3
法30／7.6法109／7.6法110，平成２0年＝5.２8法
4２，平成２1年＝7.15法77，平成２3年＝5.２法37／
6.２２法7２，平成２4年＝8.２２法6２／8.２２法63，平成
２5年＝6.14法44，平成２6年＝6.4法51／6.13法69／
6.２5法83，平成２7年＝5.２9法31，平成２8年＝5.２0
法47，平成２9年＝6.２法45／6.２法5２，平成30年＝
6.２7法66，令和元年＝5.２２法 9／6.7法２6／6.14
法37，令和 ２ 年＝3.31法 8／3.31法14／6.5法40
／6.1２法5２，令和 3 年＝5.２6法44／5.２8法49／
6.11法66，令和 4年＝6.17法68，令和 5年＝5.8法

第 1章　総則（第 1条−第 8条の ２）／5６4
第 2 章　被保険者（第 9条−第13条）／581
第 ３ 章　介護認定審査会（第14条−第17条）／587
第 4 章　保険給付／589
　第 1節　通則（第18条−第２6条）／589
　第 2節　認定（第２7条−第39条）／６00
　第 ３節　介護給付（第40条−第51条の 4）／６21
　第 4節　予防給付（第5２条−第61条の 4）／６48
　第 5節　市町村特別給付（第6２条）／６６9
　第 ６節　�保険給付の制限等（第63条−第69条）

／６６9
第 5 章　�介護支援専門員並びに事業者及び施設� �

／６77
　第 1節　介護支援専門員／６77
　　第 1款　�登録等（第69条の ２−第69条の10）

／６77
　　第 2款　�登録試験問題作成機関の登録，指定

試験実施機関及び指定研修実施機関
の指定等（第69条の11−第69条の
33）／６81

　　第 ３款　�義務等（第69条の34−第69条の39）
／６87

　第 2節　�指定居宅サービス事業者（第70条−第
78条）／６91

　第 ３節　�指定地域密着型サービス事業者（第78
条の ２−第78条の17）／714

　第 4節　�指定居宅介護支援事業者（第79条−第
85条）／745

　第 5節　介護保険施設／752
　　第 1款　�指定介護老人福祉施設（第86条−第

93条）／752
　　第 2款　�介護老人保健施設（第94条−第106

条）／759
　　第 ３款　�介護医療院（第107条−第115条）／

7６9
　第 ６節　�指定介護予防サービス事業者（第115

条の ２−第115条の11）／782
　第 7節　�指定地域密着型介護予防サービス事業

者（第115条の1２−第115条の２1）／800
　第 8節　�指定介護予防支援事業者（第115条の

２２−第115条の31）／81６
　第 9節　�業務管理体制の整備（第115条の3２−

介護保険法
（平成 9年1２月17日・法律第1２3号）
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第115条の34）／824
　第10節　�介護サービス情報の公表（第115条の

35−第115条の44）／827
　第11節　�介護サービス事業者経営情報の調査及

び分析等（第115条の44の ２ ）／842
第 ６ 章　�地域支援事業等（第115条の45−第115条

の49）／844
第 7 章　�介護保険事業計画（第116条−第1２0条の

２）／870
第 8 章　費用等／892
　第 1節　費用の負担（第1２1条−第146条）／892
　第 2節　�財政安定化基金等（第147条−第149

条）／928
　第 ３節　�医療保険者の納付金（第150条−第159

条）／941
第 9 章　�社会保険診療報酬支払基金の介護保険関

係業務（第160条−第175条）／95６
第10章　�国民健康保険団体連合会の介護保険事業

関係業務（第176条−第178条）／9６4
第11章　�介護給付費等審査委員会（第179条−第

18２条）／9６６
第12章　審査請求（第183条−第196条）／9６9
第1３章　雑則（第197条−第２04条）／972
第14章　罰則（第２05条−第２15条）／98３
附則／987
※一部改正：平成 9年＝5.9法48／6.２4法103／1２.17
法1２5，平成10年＝6.17法109，平成11年＝7.16法
87／8.18法133／1２.２２法160，平成1２年＝6.7法111
／1２.6法140／1２.6法141，平成13年＝7.4法101／
1２.1２法153，平成14年＝２.8法 1／8.２法10２／1２.13
法168，平成16年＝3.31法２1／6.２3法13２／1２.3法
154，平成17年＝5.２5法50／6.２9法77／7.15法83／
7.２6法87／10.２1法10２／11.7法1２3，平成18年＝
3.31法２0／6.２1法83／6.２1法84，平成19年＝4.２3
法30／7.6法109／7.6法110，平成２0年＝5.２8法
4２，平成２1年＝7.15法77，平成２3年＝5.２法37／
6.２２法7２，平成２4年＝8.２２法6２／8.２２法63，平成
２5年＝6.14法44，平成２6年＝6.4法51／6.13法69／
6.２5法83，平成２7年＝5.２9法31，平成２8年＝5.２0
法47，平成２9年＝6.２法45／6.２法5２，平成30年＝
6.２7法66，令和元年＝5.２２法 9／6.7法２6／6.14
法37，令和 ２ 年＝3.31法 8／3.31法14／6.5法40
／6.1２法5２，令和 3 年＝5.２6法44／5.２8法49／
6.11法66，令和 4年＝6.17法68，令和 5年＝5.8法
19／5.19法31 ※一部改正：平成 9年＝5.9法48／6.２4法103／1２.17

法1２5，平成10年＝6.17法109，平成11年＝7.16法
87／8.18法133／1２.２２法160，平成1２年＝6.7法111
／1２.6法140／1２.6法141，平成13年＝7.4法101／
1２.1２法153，平成14年＝２.8法 1／8.２法10２／1２.13
法168，平成16年＝3.31法２1／6.２3法13２／1２.3法
154，平成17年＝5.２5法50／6.２9法77／7.15法83／
7.２6法87／10.２1法10２／11.7法1２3，平成18年＝
3.31法２0／6.２1法83／6.２1法84，平成19年＝4.２3
法30／7.6法109／7.6法110，平成２0年＝5.２8法
4２，平成２1年＝7.15法77，平成２3年＝5.２法37／
6.２２法7２，平成２4年＝8.２２法6２／8.２２法63，平成
２5年＝6.14法44，平成２6年＝6.4法51／6.13法69／
6.２5法83，平成２7年＝5.２9法31，平成２8年＝5.２0
法47，平成２9年＝6.２法45／6.２法5２，平成30年＝
6.２7法66，令和元年＝5.２２法 9／6.7法２6／6.14
法37，令和 ２ 年＝3.31法 8／3.31法14／6.5法40
／6.1２法5２，令和 3 年＝5.２6法44／5.２8法49／
6.11法66，令和 4年＝6.17法68，令和 5年＝5.8法

10２／8.30政令２8２／11.２7政令348，平成15年＝3.２6
政令7２，平成16年＝9.15政令２75／9.２9政令２97，
平成17年＝6.２9政 令２31／7.6政 令２33／8.31政 令
２90，平成18年＝3.1政令２8／3.31政令154／8.30政
令２85／8.30政令２86，平成19年＝1.4政令 3／8.3政
令２35／10.31政 令3２4，平成２0年＝２.２0政 令30／
3.31政令116／10.２4政令3２8／11.２1政令357，平成
２1年 ＝1.２8政 令10／２.4政 令17／1２.２4政 令２96／
1２.２8政令310，平成２２年＝3.31政令65，平成２3年＝
3.30政令55／3.31政令68／1２.２政令375／1２.２政令
376，平成２4年＝3.２8政令74／4.6政令131／8.10政
令２11，平成２5年＝1.18政令 5／3.２1政令70／4.1２
政令1２２／6.14政令183，平成２6年＝3.２6政令8２／
3.31政令1２9／3.31政令134／4.18政令164／7.9政令
２51／7.30政令２69／8.8政令２78／8.２0政令２89／9.3
政令300／11.1２政令358／11.19政令365／1２.1２政令
397，平成２7年＝3.31政令138／4.10政令２11／7.3政
令２69／8.２8政令303／9.9政令3２3／9.30政令34２／
11.２6政令39２／1２.16政令4２5，平成２8年＝２.19政令
45／3.4政令56／5.２5政令２２6／9.7政令300／9.14政
令307／1２.２6政令400，平成２9年＝7.２8政令２1２／
7.２8政令２13／9.２1政令２46／11.２7政令２90，平成30
年＝２.２8政令41／3.16政令49／3.２２政令55／3.２２政
令56／3.２２政令57／5.30政令175／7.13政令２10／
7.19政令２13，平成31年＝3.２9政令118，令和元年＝
1２.２5政令２09，令和２年＝3.30政令98／7.8政令２1
／9.30政令２99／1２.２4政令381，令和3年＝3.19政
令54／3.31政令97／3.31政令137，令和4年＝1.4政
令14／1.19政令２7／3.30政令1２8／3.31政令133／3.31
政令167，令和5年＝10.18政令304／1２.２7政令383，
令和6年＝1.19政令1２／1.19政令13／3.30政令139／
3.30政令151

○介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
（平成10年1２月２4日・政令第413号）／法・関
係条文の右段

※一部改正：平成1２年＝1.２1政令1２／6.7政令309，平
成14年＝8.30政令２8２／9.4政令２94／1２.4政令359，
平成15年＝9.10政令404，平成16年＝3.31政令111，
平成17年＝8.31政令２90，平成18年＝3.1政令２8／
3.31政令155，平成19年＝1２.14政令369，平成２0年
＝3.31政令116／7.4政令２19／10.２4政令3２8，平成
２1年＝1.２8政令10，平成２3年＝1２.２政令376，平成
２6年＝1２.1２政令397，平成２7年＝3.31政令138／
4.10政令２11，平成２8年＝２.19政令44／9.14政令307
／10.２1政令335，平成２9年＝２.15政令２0／3.17政令

○未施行の改正／10３2

○介護保険法施行法（平成 9年1２月17日・法律第
1２4号）
第 1章　経過措置（第 1条−第19条）〔抄〕／10３5
第 2 章　�関係法律の一部改正（第２0条−第90条）

／未掲載
附則／未掲載

○介護保険法施行令（平成10年1２月２4日・政令第
41２号）／法・関係条文の右段
　第 1章　総則（第 1条−第 4条）
　第 ２章　介護認定審査会（第 5条−第10条）
　第 3章　保険給付
　　第 1節　�他の法令による給付との調整（第11

条）
　　第 ２節　�指定市町村事務受託法人及び指定都

道府県事務受託法人の指定（第11条
の ２−第11条の11）

　　第 3節　認定（第11条の1２−第14条）
　　第 4節　介護給付（第15条−第２２条の 5）
　　第 5節　予防給付（第２3条−第２9条の 5）
　　第 6節　保険給付の制限等（第30条−第35条）
　第 4章　介護支援専門員並びに事業者及び施設
　　第 1節　通則（第35条の ２−第35条の14）
　　第 ２節　�介護支援専門員（第35条の15・第35

条の16）
　　第 3節　�介護老人保健施設（第36条・第37条）
　　第 4節　�介護医療院（第37条の ２・第37条の

２の ２）
　　第 5節　�介護サービス情報の公表（第37条の

２の 3−第37条の1２）
　第 5章　�地域支援事業（第37条の13−第37条の

16）
　第 5章の�２ 　手数料（第37条の17・第37条の

18）
　第 6章　保険料（第38条−第45条の 6）
　第 7章　審査請求（第46条−第51条）
　第 8章　雑則（第51条の ２・第51条の 3）
　第 9章　�施行法の経過措置に関する規定（第5２

条−第59条）〔抄〕
　附則
※一部改正：平成11年＝1２.8政令393，平成1２年＝
1.２1政令1２／3.31政令175／6.7政令309，平成13年
＝1.31政令16／8.3政令２58，平成14年＝1.17政令 4
／２.8政令２7／3.13政令43／3.２5政令60／3.31政令
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　　第11節　�介護サービス事業者経営情報の調査
及び分析等（第140条の6２の ２ の ２
―第140条の6２の ２ の 6 ）

　第 5章　�地域支援事業等（第140条の6２の 3 −
第140条の7２の 4 ）

　第 5章の�２ 　介護保険事業計画（第140条の7２
の 5 −第140条の7２の17）

　第 6章　保険料等（第141条−第159条）
　第 7章　�国民健康保険団体連合会の介護保険事

業関係業務（第159条の ２・第160条）
　第 8章　�介護給付費等審査委員会（第161条−

第165条）
　第 9章　雑則（第165条の ２−第165条の 7）
　第10章　�施行法の経過措置等に関する規定（第

166条−第181条）〔抄〕
　附則
※一部改正：平成11年＝11.4省令9２／1２.２4省令97，
平成1２年＝3.14省令２5／3.２4省令36／7.２8省令109
／10.２0省令1２7／1２.8省令141／1２.13省令144，平
成13年＝1.31省令 8／11.7省令２10，平成14年＝
２.２２省令14／3.13省令２7／8.30省令113／9.5省令
117／11.15省令149，平成15年＝3.14省令２7／8.２9
省令136／9.30省令149，平成16年＝3.２9省令50／
3.２9省令55，平成17年＝3.7省令２5／4.２8省令93／
6.２9省令104／9.7省令138，平成18年＝3.1省令２２／
3.14省令3２／3.２4省令45／3.31省令106／3.31省令
108／6.30省令13２／9.8省令157／9.２9省令169／
9.２9省令180，平成19年＝1.9省令 ２／1.16省令 3／
3.5省令18／3.２3省令２6／3.30省令45／10.31省令
134，平成２0年＝3.17省令35／3.31省令69／3.31省
令77／11.２8省令163／1２.19省令173，平成２1年＝
1.8省令 ２／3.13省令30／3.２3省令4２／3.２7省令49
／3.30省令54／3.31省令75／8.19省令135／1２.4省
令153／1２.２8省令167／1２.２8省令168，平成２3年＝
3.10省令２0／7.２２省令90／8.18省令106／9.２２省令
116／10.２0省令131，平成２4年＝1.30省令10，1.30
省令11／3.２省令２5／3.13省令30／3.２8省令40／
3.２9省令45，平成２5年＝1.18省令 4／3.18省令２9／
3.30省令50／4.1２省令59／9.13省令105／11.２２省令
1２4，平成２6年＝5.14省令64／6.２5省令71／11.1２省
令1２1／11.13省令1２２／1２.1２省令135，平成２7年＝
1.16省令 4／1.２２省令10／２.1２省令19／3.31省令55
／3.31省令57／3.31省令66／7.3省令1２3／9.２9省令
150，平成２8年＝3.２3省令35／3.31省令53／5.２6省
令10２／1２.２7省令183，平成２9年＝3.31省令48／
7.31省令85／7.31省令86／1２.２6省令135，平成30年

36／6.30政令177／8.14政令２２3／11.２２政令２85，平
成30年＝3.２２政令55／3.２２政令56／3.30政令11２，
平成31年＝3.２9政令118／3.30政令140，令和 ２ 年
＝1.17政令 4／3.30政令98／1２.２3政令367／1２.２4
政令380，令和 3 年＝1.２２政令 9／3.31政令97，
令和 4 年＝1.19政令２7／3.２5政令113，令和 5 年＝
1２.２7政令383，令和6年＝1.19政令13

○介護保険法施行規則（平成11年 3 月31日・厚生
省令第36号）／法・関係条文の右段
　第 1章　総則（第 1条−第２２条の34）
　第 ２章　被保険者（第２3条−第33条）
　第 3章　保険給付
　　第 1節　通則（第33条の ２−第34条の２1）
　　第 ２節　認定（第35条−第60条）
　　第 3節　介護給付（第61条−第83条の 8）
　　第 4節　予防給付（第83条の9−第97条の4）
　　第 5節　�保険給付の制限等（第98条−第113

条）
　第 4章　介護支援専門員並びに事業者及び施設
　　第 1節　介護支援専門員
　　　第 1款　�登録等（第113条の ２−第113条の

２6）
　　　第 ２款　�登録試験問題作成機関の登録，指

定試験実施機関及び指定研修実施
機関の指定等（第113条の２7−第
113条の38）

　　　第 3款　義務等（第113条の39）
　　第 ２節　�指定居宅サービス事業者（第114条

−第131条の ２）
　　第 3節　�指定地域密着型サービス事業者（第

131条の ２の ２−第131条の15）
　　第 4節　�指定居宅介護支援事業者（第13２条

−第133条の ２）
　　第 5節　�介護保険施設（第134条−第140条の

２の 4）
　　第 6節　�指定介護予防サービス事業者（第

140条の 3−第140条の２3）
　　第 7節　�指定地域密着型介護予防サービス事

業者（第140条の２4−第140条の31）
　　第 8節　�指定介護予防支援事業者（第140条

の3２−第140条の38の ２ ）
　　第 9節　�業務管理体制の整備（第140条の39

−第140条の4２）
　　第10節　�介護サービス情報の公表（第140条

の43−第140条の6２の ２ ）
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○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一
部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係
省令の整備等に関する省令（令4.3.２9省令46）
附則／10２5
○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
（令4.3.31厚生労働省令第56号）附則／10２5
○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
（令4.3.31省令64）附則／10２5
○介護保険法施行規則の一部を改正する省令（令
5.3.31省令46）附則／10２6
○介護保険法施行規則の一部を改正する省令（令
6.1.２5省令15）附則／10２6
○指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運
営に関する基準等の一部を改正する省令（令
6.1.２5省令16）附則／10２6
○介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の
事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等
に係る介護予防のための効果的な支援の方法に
関する基準の一部を改正する省令（令6.3.２9省
令61）附則／10２6

【経過措置等⑵平成29年・３0年】
○地域包括ケアシステムの強化のための介護保険
法等の一部を改正する法律（平２9.6.２法律5２）
附則／10２8
○介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平
２9.3.31省令48）附則／10２9
○介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省
令（平30.3.２２省令30）附則／10２9

【経過措置等⑶平成27年以前】
○健康保険法等の一部を改正する法律（平18.6.２1
法律83）附則／1030
○地域における医療及び介護の総合的な確保を推
進するための関係法律の整備等に関する法律
（平２6.6.２5法律83）附則／1030
○介護サービスの基盤強化のための介護保険法等
の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の
整備等及び経過措置に関する政令（平２3.1２.２政
令376）第 ２章／1030

【未施行の改正】
〇刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整理等に関する法律（令4.6.17法律68）
／103２
〇全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築

＝3.２２省令２8／3.２２省令30／6.２9省令80／7.２6省令
9２／7.30省令95／7.30省令96／7.30省令97／9.２8省
令117／9.２8省令119／10.11省令1２3，平成31年＝
3.２6省令35／3.30省令60，令和元年＝5.7省令 1／
9.13省令46／9.30省令58，令和 ２ 年＝3.２5省令39
／3.31 省令 64／5.２5 省令 103／9.30 省令 16２／
10.２２ 省令 176／1２.9 省令 199／1２.２5 省令 ２08／
1２.２8省令２1２，令和 3年＝1.２5省令 9／２.17省令35
／２.２6省令43／3.31省令74／8.31省令146／11.19
省令181，令和 4 年＝1.19省令 7／3.14省令36／
3.２9省令46／3.31省令56／3.31省令64／1２.9省令
165，令和 5年＝3.31省令46／3.31省令48／1２.２6省
令161，令和 6 年＝1.17省令 4／1.19省令13／1.２5
省令15／1.２5省令16／1.２5省令18／3.２7省令56／
3.２9省令60／3.２9省令61／5.２4省令85／5.31省令9２
／8.30省令119／10.3省令135
○介護保険法施行規則・別表第一・第二／1２06
○介護保険法施行規則・様式／1005

○介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関す
る省令（平成11年 3 月31日・厚生省令第43号）
／法・関係条文の右段

※一部改正：平1２.3.15省令 ２7／1２.10.２0省令1２7／
1２.1２.8省令141／14.8.30省令113／14.11.15省令150
／15.1.２7省令 3／18.3.1省令２3／２0.3.31省令77／
２1.1.8 省令 ２／２1.3.30 省令 54／２4.1.30 省令 11／
２6.1２.1２省令135／２7.3.31省令57／２7.4.10省令9２／
２8.1.15省令 5／２9.6.30省令67／２9.1２.２6省令135／
30.3.２２省令30／30.7.30省令95／31.3.２9省令54／
令1.11.２２省令7２／２.3.30省令56／3.２.17省令35／
4.1.19省令 7／6.1.19省令13

○その他の右段に掲載した省令・告示
→法令・通知等一覧（1306頁）を参照

【経過措置等⑴令和元年以降】
○医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るた
めの健康保険法等の一部を改正する法律（令
元.5.２２法律 9）附則／10２4
○地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一
部を改正する法律（令２.6.1２法律5２）附則／10２4
○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一
部を改正する法律（令２.6.5法律40）附則／10２4
○良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の
確保を推進するための医療法等の一部を改正す
る法律（令3.5.２8法律49）附則／10２4
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○居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福
祉用具購入費支給限度基準額（平1２.２.10告示34）／1106
○介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱
いについて（平1２.1.31老企34）／1107
○介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項
について（令4.3.31老高発0331-3）／1110
○介護保険制度の福祉用具・住宅改修に係るＱ＆Ａの送付
について（令4.3.31高齢者支援課事務連絡）／1111
○「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福
祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福
祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」及び
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取
扱いについて」の改正等に伴う実施上の留意事項につい
て（平２1.4.10老振発0410001）／1114
6住宅改修費
○厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係
る住宅改修の種類（平11.3.31告示95）／1116
○居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改
修費支給限度基準額（平1２.２.10告示35）／1116
○介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護
保険法第45条第 4項の規定により算定する額（平1２.２.10
告示39）／1116
○介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱
いについて（平1２.1.31老企34）／1118
○介護保険制度の福祉用具・住宅改修に係るＱ＆Ａの送付
について（令4.3.31高齢者支援課事務連絡）／1119
○居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給につ
いて（平1２.3.8老企4２）／1119
7負担割合等の判定・適用
○介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱い
について（令3.7.5老介発0705− 1 ）／1130
○介護保険制度における所得指標の取扱いについて（令
6.1.19介護保険計画課事務連絡）／1157
8高額介護（介護予防）サービス費
○介護保険法施行令〔関係部分〕／1158
○介護保険法施行規則〔関係部分〕／116２
○介護保険法施行規則第83条の ２第七号の規定に基づき厚
生労働大臣が定める給付（平1２.3.31告示193）／116２
○介護保険法施行規則第83条の 3第五号の規定に基づき厚
生労働大臣が定める給付（平1２.3.31告示194）／116２
9高額医療合算介護（介護予防）サービス費
○介護保険法施行令〔関係部分〕／1164
○介護保険法施行規則〔関係部分〕／1168
○健康保険法施行令第43条の ２第 1項及び介護保険法施行
令第２２条の 3第 ２項の規定に基づき厚生労働大臣が定め
る支給基準額（平２0.3.31告示２２5）／1169
○高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について
（平２1.1.16老介発0116001）／1170
⓾特定入所者介護（介護予防）サービス費
○介護保険法施行令〔関係部分〕／1181
○介護保険法施行規則〔関係部分〕／118２
○介護保険法第51条の 3第 ２項第一号及び第61条の 3第 ２
項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予
防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な

するための健康保険法等の一部を改正する法律
（令5.5.19法律31）／103２
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律等の一部を改正する法律の一部
の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関す
る省令（令6.1.２5省令18）／1034

【別掲の政令・省令・告示および通知】
1介護員
○介護保険法施行令〔関係部分〕／1043
○介護保険法施行規則〔関係部分〕／1044
○居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス
を提供している者として厚生労働大臣が定めるもの（平
30.3.30告示183）／1045
○指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官
及び厚生労働大臣が定めるもの等（平18.9.２9告示538）
／1045
○介護保険法施行規則第２２条の２3第 ２ 項に規定する厚生労
働大臣が定める基準（平18.3.31告示２19）／1047
2要介護認定
①要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定
の基準等に関する省令（平11.4.30省令58）／1049
②要介護認定等基準時間の推計の方法（平1２.3.２4告示91）
／1050
③− 1介護認定審査会の運営について（平２1.9.30老発0930
第 6 ）／1068

③− ２要介護認定等の実施について（平２1.9.30老発0930第
5 ）／1085

○マイナ保険証への移行に伴う要介護認定事務等における
医療保険の加入関係の確認方法について（令6.8.30老健
局老人保健課／介護保険計画課事務連絡）／1093
3離島その他の地域の基準
○厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給
に係る離島その他の地域の基準（平11.3.31告示99）／
1094
○厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給
に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚
生労働大臣が定める地域（平1２.２.２9告示53）／1095
4支給限度基準額
○居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防
サービス費等区分支給限度基準額（平1２.２.10告示33）／
1101
5福祉用具
○介護保険法施行令〔貸与の方法等〕／110２
○介護保険法施行規則〔福祉用具専門相談員〕／1103
○介護保険法施行規則第２２条の33第二号の厚生労働大臣が
定める講習の内容（平18.3.31告示２69）／1104
○厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用
具貸与に係る福祉用具の種目（平11.3.31告示93）／1105
○厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉
用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉
用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目（平11.3.31
告示94）／1106
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�旧措置入所者の特例
○厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割
合（平17.9.7告示409）／1２94
○介護保険法施行規則〔関係部分〕／1２95
○介護保険法施行法第13条第 5項第一号に規定する特定介
護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費
用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額（平
17.9.7告示415）／1２97
○介護保険法施行法第13条第 5項第二号に規定する特定介
護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額
及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が
定める費用の額（平17.9.7告示416）／1２98
○介護保険法施行法第13条第 5項第一号に規定する食費の
特定負担限度額（平17.9.7告示417）／1２99
○介護保険法施行規則附則第２7条第 1項各号及び第 ２項各
号に掲げる者に係る介護保険法施行法第13条第 5項第一
号に規定する食費の特定負担限度額（平18.6.30告示
407）／1301
○介護保険法施行法第13条第 5項第二号に規定する居住費
の特定負担限度額（平17.9.7告示418）／1301
○介護保険法施行規則附則第２7条第 1項各号及び第 ２項各
号に掲げる者に係る介護保険法施行法第13条第 5項第二
号に規定する居住費の特定負担限度額（平18.6.30告示
408）／1305

費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額（平
17.9.7告示411）／1187
○介護保険法第51条の 3第 ２項第二号に規定する特定介護
保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及
び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定
める費用の額並びに同法第61条の 3第 ２項第二号に規定
する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する
平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案
して厚生労働大臣が定める費用の額（平17.9.7告示41２）
／1188
○介護保険法第51条の 3第 ２項第一号及び第61条の 3第 ２
項第一号に規定する食費の負担限度額（平17.9.7告示
413）／1194
○介護保険法第51条の 3第 ２項第二号に規定する居住費の
負担限度額及び同法第61条の 3第 ２項第二号に規定する
滞在費の負担限度額（平17.9.7告示414）／1196
○厚生労働大臣が定める年金（平２8.3.２3告示81）／1199
�介護支援専門員
○介護保険法施行令〔関係部分〕／1２00
○介護保険法施行規則〔関係部分〕／1２01
○厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基
準（平18.3.31告示２18）／1２01
○介護保険法施行令第37条の15第 ２ 項に規定する厚生労働
大臣が定める基準（平18.3.31告示２65）／1２04
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法 １ 条〜 5条

   （目的）
第 １条　この法律は，加齢に伴って生ずる心身の変化に起

因する疾病等により要介護状態となり，入浴，排せつ，
食事等の介護，機能訓練並びに看護及び療養上の管理そ
の他の医療を要する者等について，これらの者が尊厳を
保持し，その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるよう，必要な保健医療サービス及び福祉
サービスに係る給付を行うため，国民の共同連帯の理念
に基づき介護保険制度を設け，その行う保険給付等に関
して必要な事項を定め，もって国民の保健医療の向上及
び福祉の増進を図ることを目的とする。
   （介護保険）
第 ２条　介護保険は，被保険者の要介護状態又は要支援状

態（以下「要介護状態等」という。）に関し，必要な保
険給付を行うものとする。
２　前項の保険給付は，要介護状態等の軽減又は悪化の防

止に資するよう行われるとともに，医療との連携に十分
配慮して行われなければならない。
３　第 １ 項の保険給付は，被保険者の心身の状況，その置

かれている環境等に応じて，被保険者の選択に基づき，
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが，多様な事
業者又は施設から，総合的かつ効率的に提供されるよう
配慮して行われなければならない。
4　第 １ 項の保険給付の内容及び水準は，被保険者が要介

護状態となった場合においても，可能な限り，その居宅
において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるように配慮されなければならない。
   （保険者）
第 ３条　市町村及び特別区は，この法律の定めるところに

より，介護保険を行うものとする。
２　市町村及び特別区は，介護保険に関する収入及び支出

について，政令で定めるところにより，特別会計を設け
なければならない。

   （特別会計の勘定）
〔令〕第 １条　介護保険法（以下「法」という。）第１１5条

の49に規定する事業として指定居宅サービス（法第4１条
第 １ 項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同
じ。），指定地域密着型サービス（法第42条の 2 第 １ 項に
規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。），
指定居宅介護支援（法第46条第 １ 項に規定する指定居宅
介護支援をいう。以下同じ。），指定介護予防サービス
（法第53条第 １ 項に規定する指定介護予防サービスをい
う。以下同じ。），指定地域密着型介護予防サービス（法
第54条の 2 第 １ 項に規定する指定地域密着型介護予防
サービスをいう。以下同じ。）及び指定介護予防支援
（法第58条第 １ 項に規定する指定介護予防支援をいう。
以下同じ。）の事業並びに介護保険施設の運営を行う市
町村（特別区を含む。以下同じ。）は，厚生労働省令で

介護保険法
第 １ 章　総則
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定めるところにより，介護保険に関する特別会計を保険
事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければな
らない。
   （保険事業勘定及び介護サービス事業勘定）
〔則〕第 １条　保険事業勘定においては，保険料，分担金

及び負担金，使用料及び手数料，国庫支出金，支払基金
交付金，都道府県支出金，相互財政安定化事業交付金，
財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，市町村債並びに諸
収入をもってその歳入とし，総務費，保険給付費，財政
安定化基金拠出金，相互財政安定化事業負担金，地域支
援事業費，保健福祉事業費，基金積立金，公債費，予備
費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。
２　介護サービス事業勘定においては，サービス収入，分

担金及び負担金，使用料及び手数料，国庫支出金，都道
府県支出金，財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，市町
村債並びに諸収入をもってその歳入とし，総務費，事業
費，施設整備費，基金積立金，公債費，予備費及び諸支
出金その他の諸費をもってその歳出とする。

   （国民の努力及び義務）
第 4条　国民は，自ら要介護状態となることを予防するた

め，加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康
の保持増進に努めるとともに，要介護状態となった場合
においても，進んでリハビリテーションその他の適切な
保健医療サービス及び福祉サービスを利用することによ
り，その有する能力の維持向上に努めるものとする。
２　国民は，共同連帯の理念に基づき，介護保険事業に要

する費用を公平に負担するものとする。
   （国及び地方公共団体の責務）
第 5条　国は，介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行わ

れるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する
体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講
じなければならない。
２　都道府県は，介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行

われるように，必要な助言及び適切な援助をしなければ
ならない。
３　都道府県は，前項の助言及び援助をするに当たって

は，介護サービスを提供する事業所又は施設における業
務の効率化，介護サービスの質の向上その他の生産性の
向上に資する取組が促進されるよう努めなければならな
い。
4　国及び地方公共団体は，被保険者が，可能な限り，住

み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう，保険給付に係る保健医療サー
ビス及び福祉サービスに関する施策，要介護状態等とな
ることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防
止のための施策並びに地域における自立した日常生活の
支援のための施策を，医療及び居住に関する施策との有
機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなけれ
ばならない。
5　国及び地方公共団体は，前項の規定により同項に掲げ

る施策を包括的に推進するに当たっては，障害者その他
の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努
めるとともに，地域住民が相互に人格と個性を尊重し合
いながら，参加し，共生する地域社会の実現に資するよ
う努めなければならない。
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法 5 条の ２〜 ７条（ 6 項）

   （認知症）
〔令〕第 １条の ２　法第 5 条の 2 第 １ 項の政令で定める状

態は，アルツハイマー病その他の神経変性疾患，脳血管
疾患その他の疾患（特定の疾患に分類されないものを含
み，せん妄，鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾
患を除く。）により日常生活に支障が生じる程度にまで
認知機能が低下した状態とする。

   （令第 １条の ２の厚生労働省令で定める精神疾患）
〔則〕第 １条の ２  　介護保険法施行令（平成１0年政令第

4１2号。以下「令」という。）第 １ 条の 2 の厚生労働省令
で定める精神疾患は，せん妄，鬱病その他の気分障害，
精神作用物質による急性中毒又はその依存症，統合失調
症，妄想性障害，神経症性障害，知的障害その他これら
に類する精神疾患とする。

   （要介護状態の継続見込期間）
〔則〕第 ２条　介護保険法（平成 9 年法律第１23号。以下

「法」という。）第 ７ 条第 １ 項の厚生労働省令で定める
期間は， 6 月間とする。ただし，法第 ７ 条第 3 項第二号
に該当する者であって，その要介護状態の原因である身
体上又は精神上の障害が令第 2 条第一号に規定する疾病
によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間に
ついては，その余命が 6 月に満たないと判断される場合
にあっては，死亡までの間とする。
○要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定
の基準等に関する省令（平成１１年 4 月30日／厚生省令第
58号）〔→別掲2／１049頁〕
   （要支援状態の継続見込期間）
〔則〕第 ３条　法第 ７ 条第 2 項の厚生労働省令で定める期

間は， 6 月間とする。ただし，法第 ７ 条第 4 項第二号に
該当する者であって，その要支援状態の原因である身体
上又は精神上の障害が令第 2 条第一号に規定する疾病に
よって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間につ
いては，その余命が 6 月に満たないと判断される場合に
あっては，死亡までの間とする。
○要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定
の基準等に関する省令（平成１１年 4 月30日／厚生省令第
58号）〔→別掲2／１049頁〕

   （認知症に関する施策の総合的な推進等）
第 5条の ２　国及び地方公共団体は，認知症（アルツハイ

マー病その他の神経変性疾患，脳血管疾患その他の疾患
により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低
下した状態として政令で定める状態をいう。以下同
じ。）に対する国民の関心及び理解を深め，認知症であ
る者への支援が適切に行われるよう，認知症に関する知
識の普及及び啓発に努めなければならない。
２　国及び地方公共団体は，被保険者に対して認知症に係

る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する
ため，研究機関，医療機関，介護サービス事業者（第
１１5条の32第 １ 項に規定する介護サービス事業者をい
う。）等と連携し，認知症の予防，診断及び治療並びに
認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーショ
ン及び介護方法に関する調査研究の推進に努めるととも
に，その成果を普及し，活用し，及び発展させるよう努
めなければならない。
３　国及び地方公共団体は，地域における認知症である者

への支援体制を整備すること，認知症である者を現に介
護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材
の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずる
ことその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよ
う努めなければならない。
4　国及び地方公共団体は，前 3 項の施策の推進に当たっ

ては，認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮
するとともに，認知症である者が地域社会において尊厳
を保持しつつ他の人々と共生することができるように努
めなければならない。
   （医療保険者の協力）
第 6条　医療保険者は，介護保険事業が健全かつ円滑に行

われるよう協力しなければならない。
   （定義）
第 ７条　この法律において「要介護状態」とは，身体上又

は精神上の障害があるために，入浴，排せつ，食事等の
日常生活における基本的な動作の全部又は一部につい
て，厚生労働省令で定める期間にわたり継続して，常時
介護を要すると見込まれる状態であって，その介護の必
要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分（以下「要
介護状態区分」という。）のいずれかに該当するもの
（要支援状態に該当するものを除く。）をいう。

２　この法律において「要支援状態」とは，身体上若しく
は精神上の障害があるために入浴，排せつ，食事等の日
常生活における基本的な動作の全部若しくは一部につい
て厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護
を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支
援を要すると見込まれ，又は身体上若しくは精神上の障
害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続
して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態で
あって，支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定め
る区分（以下「要支援状態区分」という。）のいずれか
に該当するものをいう。
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   （特定疾病）
〔令〕第 ２条　法第 ７ 条第 3 項第二号に規定する政令で定

める疾病は，次のとおりとする。
　一 　がん（医師が一般に認められている医学的知見に基

づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの
に限る。）

　二　関節リウマチ
　三　筋萎縮性側索硬化症
　四　後縦靭帯骨化症
　五　骨折を伴う骨粗鬆症
　六 　初老期における認知症（法第 5 条の 2 第 １ 項に規定

する認知症をいう。以下同じ。）
　七 　進行性核上性麻痺，大脳皮質基底核変性症及びパー

キンソン病
　八　脊髄小脳変性症
　九　脊柱管狭窄症
　十　早老症
　十一　多系統萎縮症
　十 二　糖尿病性神経障害，糖尿病性腎症及び糖尿病性網

膜症
　十三　脳血管疾患
　十四　閉塞性動脈硬化症
　十五　慢性閉塞性肺疾患
　十 六　両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形

性関節症

３　この法律において「要介護者」とは，次の各号のいず
れかに該当する者をいう。

　一　要介護状態にある65歳以上の者
　二 　要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって，

その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害
が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病で
あって政令で定めるもの（以下「特定疾病」とい
う。）によって生じたものであるもの

4　この法律において「要支援者」とは，次の各号のいず
れかに該当する者をいう。

　一　要支援状態にある65歳以上の者
　二 　要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって，

その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害
が特定疾病によって生じたものであるもの

5　この法律において「介護支援専門員」とは，要介護者
又は要支援者（以下「要介護者等」という。）からの相
談に応じ，及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適
切な居宅サービス，地域密着型サービス，施設サービ
ス，介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サー
ビス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業（第１１5
条の45第 １ 項第一号イに規定する第一号訪問事業，同号
ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一
号生活支援事業をいう。以下同じ。）を利用できるよう
市町村，居宅サービス事業を行う者，地域密着型サービ
ス事業を行う者，介護保険施設，介護予防サービス事業
を行う者，地域密着型介護予防サービス事業を行う者，
特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連
絡調整等を行う者であって，要介護者等が自立した日常
生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術
を有するものとして第69条の ７ 第 １ 項の介護支援専門員
証の交付を受けたものをいう。
6　この法律において「医療保険各法」とは，次に掲げる

法律をいう。
　一　健康保険法（大正１１年法律第７0号）
　二　船員保険法（昭和１4年法律第７3号）




